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１．空家等対策の推進に関する特別措置法 
（平成二十六年十一月二十七日 法律第百二十七号） 

（目的） 
第一条 この法律は、適切な管理が⾏われていない空家等が防災、衛⽣、景観等の地域住⺠

の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住⺠の⽣命、⾝体⼜は財産を保
護するとともに、その⽣活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空
家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二
項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進
するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に
推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 
（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物⼜はこれに附属する工作物であって居住
その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地
に定着する物を含む。第十四条第二項において同じ。）をいう。ただし、国⼜は地方公共
団体が所有し、⼜は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と
なるおそれのある状態⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれのある状態、適切な管理が⾏
われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の⽣活環境の保全を
図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 
（国の責務） 

第三条 国は、空家等に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。 
２ 国は、地方公共団体その他の者が⾏う空家等に関する取組のために必要となる情報の

収集及び提供その他の支援を⾏うよう努めなければならない。 
３ 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、空家等の適切な管理及びその活用の

促進に関し、国⺠の理解を深めるよう努めなければならない。 
（地方公共団体の責務） 

第四条 市町村は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家
等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講ずるよう努めなけ
ればならない。 

２ 都道府県は、第七条第一項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その
他空家等に関しこの法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情
報の提供及び技術的な助言、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を⾏うよう努め
なければならない。 
（空家等の所有者等の責務） 

第五条 空家等の所有者⼜は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の⽣活環境に悪
影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるとともに、国⼜は地方公共団体が実
施する空家等に関する施策に協力するよう努めなければならない。 
（基本指針） 

第六条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す
るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
三 所有者等による空家等の適切な管理について指針となるべき事項 
四 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、⼜はこれを変更するときは、あらかじ
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め、関係⾏政機関の⻑に協議するものとする。 
４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、⼜はこれを変更したときは、遅滞なく、

これを公表しなければならない。 
（空家等対策計画） 

第七条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、
基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）
を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な方針 
二 計画期間 
三 空家等の調査に関する事項 
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促

進に関する事項 
六 特定空家等に対する措置（第二十二条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第

二項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令⼜は同条第九項から第十一項ま
での規定による代執⾏をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住⺠等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 前項第五号に掲げる事項には、次に掲げる区域内の区域であって、当該区域内の空家等
の数及びその分布の状況、その活用の状況その他の状況からみて当該区域における経済
的社会的活動の促進のために当該区域内の空家等及び空家等の跡地の活用が必要となる
と認められる区域（以下「空家等活用促進区域」という。）並びに当該空家等活用促進区
域における空家等及び空家等の跡地の活用の促進を図るための指針（以下「空家等活用促
進指針」という。）に関する事項を定めることができる。 
一 中心市街地の活性化に関する法律（平成十年法律第九十二号）第二条に規定する中心

市街地 
二 地域再⽣法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第八号に規定する地域再⽣拠

点 
三 地域再⽣法第五条第四項第十一号に規定する地域住宅団地再⽣区域 
四 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成二十年法律第四十号）第

二条第二項に規定する重点区域 
五 前各号に掲げるもののほか、市町村における経済的社会的活動の拠点としての機能

を有する区域として国土交通省令・総務省令で定める区域 
４ 空家等活用促進指針には、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地の活用に関する基本的な事項 
二 空家等活用促進区域における経済的社会的活動の促進のために活用することが必要

な空家等の種類及び当該空家等について誘導すべき用途（第十六条第一項及び第十八
条において「誘導用途」という。）に関する事項 

三 前二号に掲げるもののほか、空家等活用促進区域における空家等及び空家等の跡地
の活用を通じた経済的社会的活動の促進に関し必要な事項 

５ 空家等活用促進指針には、前項各号に掲げる事項のほか、特例適用建築物（空家等活用
促進区域内の空家等に該当する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第二
条第一号に規定する建築物をいう。以下この項及び第九項において同じ。）⼜は空家等の
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跡地に新築する建築物をいう。次項及び第十項において同じ。）について第十七条第一項
の規定により読み替えて適用する同法第四十三条第二項（第一号に係る部分に限る。次項
において同じ。）の規定⼜は第十七条第二項の規定により読み替えて適用する同法第四十
八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項⼜は第三項におい
て準用する場合を含む。第九項において同じ。）の規定のただし書の規定の適用を受ける
ための要件に関する事項を定めることができる。 

６ 前項の第十七条第一項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十三条第二項
の規定の適用を受けるための要件（第九項及び第十七条第一項において「敷地特例適用要
件」という。）は、特例適用建築物（その敷地が幅員一・八メートル以上四メートル未満
の道（同法第四十三条第一項に規定する道路に該当するものを除く。）に二メートル以上
接するものに限る。）について、避難及び通⾏の安全上支障がなく、かつ、空家等活用促
進区域内における経済的社会的活動の促進及び市街地の環境の整備改善に資するものと
して国土交通省令で定める基準を参酌して定めるものとする。 

７ 市町村は、第三項に規定する事項を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区
域内の住⺠の意⾒を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 

８ 市町村（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指
定都市及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市を除く。）は、第三項に規定する
事項を定める場合において、市街化調整区域（都市計画法（昭和四十三年法律第百号）第
七条第一項に規定する市街化調整区域をいう。第十八条第一項において同じ。）の区域を
含む空家等活用促進区域を定めるときは、あらかじめ、当該空家等活用促進区域の区域及
び空家等活用促進指針に定める事項について、都道府県知事と協議をしなければならな
い。 

９ 市町村は、空家等活用促進指針に敷地特例適用要件に関する事項⼜は第五項の第十七
条第二項の規定により読み替えて適用する建築基準法第四十八条第一項から第十三項ま
での規定のただし書の規定の適用を受けるための要件（以下「用途特例適用要件」とい
う。）に関する事項を記載するときは、あらかじめ、当該事項について、当該空家等活用
促進区域内の建築物について建築基準法第四十三条第二項第一号の規定による認定⼜は
同法第四十八条第一項から第十三項まで（これらの規定を同法第八十七条第二項⼜は第
三項において準用する場合を含む。第十七条第二項において同じ。）の規定のただし書の
規定による許可の権限を有する特定⾏政庁（同法第二条第三十五号に規定する特定⾏政
庁をいう。以下この項及び次項において同じ。）と協議をしなければならない。この場合
において、用途特例適用要件に関する事項については、当該特定⾏政庁の同意を得なけれ
ばならない。 

１０ 前項の規定により用途特例適用要件に関する事項について協議を受けた特定⾏政庁
は、特例適用建築物を用途特例適用要件に適合する用途に供することが空家等活用促進
区域における経済的社会的活動の促進のためにやむを得ないものであると認めるときは、
同項の同意をすることができる。 

１１ 空家等対策計画（第三項に規定する事項が定められたものに限る。第十六条第一項及
び第十八条第一項において同じ。）は、都市計画法第六条の二の都市計画区域の整備、開
発及び保全の方針及び同法第十八条の二の市町村の都市計画に関する基本的な方針との
調和が保たれたものでなければならない。 

１２ 市町村は、空家等対策計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならな
い。 

１３ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び実施に関し、情報の提供、
技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

１４ 第七項から前項までの規定は、空家等対策計画の変更について準用する。 
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（協議会） 
第八条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を⾏うための

協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 
２ 協議会は、市町村⻑（特別区の区⻑を含む。以下同じ。）のほか、地域住⺠、市町村の

議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、⽂化等に関する学識経験者その他の市町村⻑が
必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
（立入調査等） 

第九条 市町村⻑は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等
を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施⾏のために必要な調査を⾏うこ
とができる。 

２ 市町村⻑は、第二十二条第一項から第三項までの規定の施⾏に必要な限度において、空
家等の所有者等に対し、当該空家等に関する事項に関し報告させ、⼜はその職員若しくは
その委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村⻑は、前項の規定により当該職員⼜はその委任した者を空家等と認められる場
所に立ち入らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を
通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるとき
は、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その⾝分を示
す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。 
（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村⻑は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情
報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施⾏の
ために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のた
めに内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの
のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用
する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す
るものについて、当該特別区の区⻑から提供を求められたときは、この法律の施⾏のため
に必要な限度において、速やかに当該情報の提供を⾏うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村⻑は、この法律の施⾏のために必要があるときは、関
係する地方公共団体の⻑、空家等に工作物を設置している者その他の者に対して、空家等
の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。 
（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、⼜は賃貸する事業を⾏う者が販売し、⼜は
賃貸するために所有し、⼜は管理するもの（周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう適
切に管理されているものに限る。）を除く。以下この条、次条及び第十五条において同じ。）
に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な
措置を講ずるよう努めるものとする。 
（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対
し、情報の提供、助言その他必要な援助を⾏うよう努めるものとする。 
（適切な管理が⾏われていない空家等の所有者等に対する措置） 

第十三条 市町村⻑は、空家等が適切な管理が⾏われていないことによりそのまま放置す
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れば特定空家等に該当することとなるおそれのある状態にあると認めるときは、当該状
態にあると認められる空家等（以下「管理不全空家等」という。）の所有者等に対し、基
本指針（第六条第二項第三号に掲げる事項に係る部分に限る。）に即し、当該管理不全空
家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう指
導をすることができる。 

２ 市町村⻑は、前項の規定による指導をした場合において、なお当該管理不全空家等の状
態が改善されず、そのまま放置すれば特定空家等に該当することとなるおそれが大きい
と認めるときは、当該指導をした者に対し、修繕、立木竹の伐採その他の当該管理不全空
家等が特定空家等に該当することとなることを防止するために必要な具体的な措置につ
いて勧告することができる。 
（空家等の管理に関する⺠法の特例） 

第十四条 市町村⻑は、空家等につき、その適切な管理のため特に必要があると認めるとき
は、家庭裁判所に対し、⺠法（明治二十九年法律第八十九号）第二十五条第一項の規定に
よる命令⼜は同法第九百五十二条第一項の規定による相続財産の清算人の選任の請求を
することができる。 

２ 市町村⻑は、空家等（敷地を除く。）につき、その適切な管理のため特に必要があると
認めるときは、地方裁判所に対し、⺠法第二百六十四条の八第一項の規定による命令の請
求をすることができる。 

３ 市町村⻑は、管理不全空家等⼜は特定空家等につき、その適切な管理のため特に必要が
あると認めるときは、地方裁判所に対し、⺠法第二百六十四条の九第一項⼜は第二百六十
四条の十四第一項の規定による命令の請求をすることができる。 
（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十五条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、⼜は賃貸する事業を⾏う者
が販売し、⼜は賃貸するために所有し、⼜は管理するものを除く。）に関する情報の提供
その他これらの活用のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
（空家等の活用に関する計画作成市町村の要請等） 

第十六条 空家等対策計画を作成した市町村（以下「計画作成市町村」という。）の⻑は、
空家等活用促進区域内の空家等（第七条第四項第二号に規定する空家等の種類に該当す
るものに限る。以下この条において同じ。）について、当該空家等活用促進区域内の経済
的社会的活動の促進のために必要があると認めるときは、当該空家等の所有者等に対し、
当該空家等について空家等活用促進指針に定められた誘導用途に供するために必要な措
置を講ずることを要請することができる。 

２ 計画作成市町村の⻑は、前項の規定による要請をした場合において、必要があると認め
るときは、その要請を受けた空家等の所有者等に対し、当該空家等に関する権利の処分に
ついてのあっせんその他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 
（建築基準法の特例） 

第十七条 空家等対策計画（敷地特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が
第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表された
ときは、当該公表の日以後は、同条第六項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法
第四十三条第二項第一号の規定の適用については、同号中「、利用者」とあるのは「利用
者」と、「適合するもので」とあるのは「適合するもの⼜は空家等対策の推進に関する特
別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用
する場合を含む。）の規定により公表された同条第一項に規定する空家等対策計画に定め
られた同条第六項に規定する敷地特例適用要件に適合する同項に規定する特例適用建築
物で」とする。 

２ 空家等対策計画（用途特例適用要件に関する事項が定められたものに限る。）が第七条
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第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表されたときは、
当該公表の日以後は、同条第五項に規定する特例適用建築物に対する建築基準法第四十
八条第一項から第十三項までの規定の適用については、同条第一項から第十一項まで及
び第十三項の規定のただし書の規定中「特定⾏政庁が」とあるのは「特定⾏政庁が、」と、
「認め、」とあるのは「認めて許可した場合」と、同条第一項ただし書中「公益上やむを
得ない」とあるのは「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十
七号）第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）の規定により公表
された同条第一項に規定する空家等対策計画に定められた同条第九項に規定する用途特
例適用要件（以下この条において「特例適用要件」という。）に適合すると認めて許可し
た場合その他公益上やむを得ない」と、同条第二項から第十一項まで及び第十三項の規定
のただし書の規定中「公益上やむを得ない」とあるのは「特例適用要件に適合すると認め
て許可した場合その他公益上やむを得ない」と、同条第十二項ただし書中「特定⾏政庁が」
とあるのは「特定⾏政庁が、特例適用要件に適合すると認めて許可した場合その他」とす
る。 
（空家等の活用の促進についての配慮） 

第十八条 都道府県知事は、第七条第十二項（同条第十四項において準用する場合を含む。）
の規定により公表された空家等対策計画に記載された空家等活用促進区域（市街化調整
区域に該当する区域に限る。）内の空家等に該当する建築物（都市計画法第四条第十項に
規定する建築物をいう。以下この項において同じ。）について、当該建築物を誘導用途に
供するため同法第四十二条第一項ただし書⼜は第四十三条第一項の許可（いずれも当該
建築物の用途の変更に係るものに限る。）を求められたときは、第七条第八項の協議の結
果を踏まえ、当該建築物の誘導用途としての活用の促進が図られるよう適切な配慮をす
るものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、国の⾏政機関の⻑⼜は都道府県知事は、同項に規定する空家
等対策計画に記載された空家等活用促進区域内の空家等について、当該空家等を誘導用
途に供するため農地法（昭和二十七年法律第二百二十九号）その他の法律の規定による許
可その他の処分を求められたときは、当該空家等の活用の促進が図られるよう適切な配
慮をするものとする。 
（地方住宅供給公社の業務の特例） 

第十九条 地方住宅供給公社は、地方住宅供給公社法（昭和四十年法律第百二十四号）第二
十一条に規定する業務のほか、空家等活用促進区域内において、計画作成市町村からの委
託に基づき、空家等の活用のために⾏う改修、当該改修後の空家等の賃貸その他の空家等
の活用に関する業務を⾏うことができる。 

２ 前項の規定により地方住宅供給公社が同項に規定する業務を⾏う場合における地方住
宅供給公社法第四十九条の規定の適用については、同条第三号中「第二十一条に規定する
業務」とあるのは、「第二十一条に規定する業務及び空家等対策の推進に関する特別措置
法（平成二十六年法律第百二十七号）第十九条第一項に規定する業務」とする。 
（独立⾏政法人都市再⽣機構の⾏う調査等業務） 

第二十条 独立⾏政法人都市再⽣機構は、独立⾏政法人都市再⽣機構法（平成十五年法律第
百号）第十一条第一項に規定する業務のほか、計画作成市町村からの委託に基づき、空家
等活用促進区域内における空家等及び空家等の跡地の活用により地域における経済的社
会的活動の促進を図るために必要な調査、調整及び技術の提供の業務を⾏うことができ
る。 
（独立⾏政法人住宅金融支援機構の⾏う援助） 

第二十一条 独立⾏政法人住宅金融支援機構は、独立⾏政法人住宅金融支援機構法（平成十
七年法律第八十二号）第十三条第一項に規定する業務のほか、市町村⼜は第二十三条第一
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項に規定する空家等管理活用支援法人からの委託に基づき、空家等及び空家等の跡地の
活用の促進に必要な資金の融通に関する情報の提供その他の援助を⾏うことができる。 

第二十二条 市町村⻑は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修
繕、立木竹の伐採その他周辺の⽣活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置す
れば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態⼜は著しく衛⽣上有害となるおそ
れのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）
をとるよう助言⼜は指導をすることができる。 

２ 市町村⻑は、前項の規定による助言⼜は指導をした場合において、なお当該特定空家等
の状態が改善されないと認めるときは、当該助言⼜は指導を受けた者に対し、相当の猶予
期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の⽣活環境の保全を図るために必要
な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村⻑は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る
措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当
の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村⻑は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命
じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意⾒書の提出先及
び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者⼜はその代理人
に意⾒書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村⻑に対
し、意⾒書の提出に代えて公開による意⾒の聴取を⾏うことを請求することができる。 

６ 市町村⻑は、前項の規定による意⾒の聴取の請求があった場合においては、第三項の措
置を命じようとする者⼜はその代理人の出頭を求めて、公開による意⾒の聴取を⾏わな
ければならない。 

７ 市町村⻑は、前項の規定による意⾒の聴取を⾏う場合においては、第三項の規定によっ
て命じようとする措置並びに意⾒の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に
規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意⾒の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証
拠を提出することができる。 

９ 市町村⻑は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら
れた者がその措置を履⾏しないとき、履⾏しても十分でないとき⼜は履⾏しても同項の
期限までに完了する⾒込みがないときは、⾏政代執⾏法（昭和二十三年法律第四十三号）
の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき⾏為をし、⼜は第三者をしてこれをさせる
ことができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその
措置を命ぜられるべき者（以下この項及び次項において「命令対象者」という。）を確知
することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導⼜は第二項の勧告が
⾏われるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を⾏うこ
とができないときを含む。）は、市町村⻑は、当該命令対象者の負担において、その措置
を自ら⾏い、⼜はその命じた者若しくは委任した者（以下この項及び次項において「措置
実施者」という。）にその措置を⾏わせることができる。この場合においては、市町村⻑
は、その定めた期限内に命令対象者においてその措置を⾏うべき旨及びその期限までに
その措置を⾏わないときは市町村⻑⼜は措置実施者がその措置を⾏い、当該措置に要し
た費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村⻑は、災害その他⾮常の場合において、特定空家等が保安上著しく危険な状態
にある等当該特定空家等に関し緊急に除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の⽣活環境の
保全を図るために必要な措置をとる必要があると認めるときで、第三項から第八項まで
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の規定により当該措置をとることを命ずるいとまがないときは、これらの規定にかかわ
らず、当該特定空家等に係る命令対象者の負担において、その措置を自ら⾏い、⼜は措置
実施者に⾏わせることができる。 

１２ 前二項の規定により負担させる費用の徴収については、⾏政代執⾏法第五条及び第
六条の規定を準用する。 

１３ 市町村⻑は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土
交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１４ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。
この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、⼜は妨げて
はならない。 

１５ 第三項の規定による命令については、⾏政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章
（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１６ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図
るために必要な指針を定めることができる。 

１７ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通
省令・総務省令で定める。 
（空家等管理活用支援法人の指定） 

第二十三条 市町村⻑は、特定⾮営利活動促進法（平成十年法律第七号）第二条第二項に規
定する特定⾮営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人⼜は空家等の管理若し
くは活用を図る活動を⾏うことを目的とする会社であって、次条各号に掲げる業務を適
正かつ確実に⾏うことができると認められるものを、その申請により、空家等管理活用支
援法人（以下「支援法人」という。）として指定することができる。 

２ 市町村⻑は、前項の規定による指定をしたときは、当該支援法人の名称⼜は商号、住所
及び事務所⼜は営業所の所在地を公示しなければならない。 

３ 支援法人は、その名称若しくは商号、住所⼜は事務所若しくは営業所の所在地を変更す
るときは、あらかじめ、その旨を市町村⻑に届け出なければならない。 

４ 市町村⻑は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項を公示しなけ
ればならない。 
（支援法人の業務） 

第二十四条 支援法人は、次に掲げる業務を⾏うものとする。 
一 空家等の所有者等その他空家等の管理⼜は活用を⾏おうとする者に対し、当該空家

等の管理⼜は活用の方法に関する情報の提供⼜は相談その他の当該空家等の適切な管
理⼜はその活用を図るために必要な援助を⾏うこと。 

二 委託に基づき、定期的な空家等の状態の確認、空家等の活用のために⾏う改修その他
の空家等の管理⼜は活用のため必要な事業⼜は事務を⾏うこと。 

三 委託に基づき、空家等の所有者等の探索を⾏うこと。 
四 空家等の管理⼜は活用に関する調査研究を⾏うこと。 
五 空家等の管理⼜は活用に関する普及啓発を⾏うこと。 
六 前各号に掲げるもののほか、空家等の管理⼜は活用を図るために必要な事業⼜は事

務を⾏うこと。 
（監督等） 

第二十五条 市町村⻑は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必
要があると認めるときは、支援法人に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 市町村⻑は、支援法人が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認
めるときは、支援法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを
命ずることができる。 
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３ 市町村⻑は、支援法人が前項の規定による命令に違反したときは、第二十三条第一項の
規定による指定を取り消すことができる。 

４ 市町村⻑は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければなら
ない。 
（情報の提供等） 

第二十六条 国及び地方公共団体は、支援法人に対し、その業務の実施に関し必要な情報の
提供⼜は指導若しくは助言をするものとする。 

２ 市町村⻑は、支援法人からその業務の遂⾏のため空家等の所有者等を知る必要がある
として、空家等の所有者等に関する情報（以下この項及び次項において「所有者等関連情
報」という。）の提供の求めがあったときは、当該空家等の所有者等の探索に必要な限度
で、当該支援法人に対し、所有者等関連情報を提供するものとする。 

３ 前項の場合において、市町村⻑は、支援法人に対し所有者等関連情報を提供するときは、
あらかじめ、当該所有者等関連情報を提供することについて本人（当該所有者等関連情報
によって識別される特定の個人をいう。）の同意を得なければならない。 

４ 前項の同意は、その所在が判明している者に対して求めれば足りる。 
（支援法人による空家等対策計画の作成等の提案） 

第二十七条 支援法人は、その業務を⾏うために必要があると認めるときは、市町村に対し、
国土交通省令・総務省令で定めるところにより、空家等対策計画の作成⼜は変更をするこ
とを提案することができる。この場合においては、基本指針に即して、当該提案に係る空
家等対策計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。 

２ 前項の規定による提案を受けた市町村は、当該提案に基づき空家等対策計画の作成⼜
は変更をするか否かについて、遅滞なく、当該提案をした支援法人に通知するものとす
る。この場合において、空家等対策計画の作成⼜は変更をしないこととするときは、その
理由を明らかにしなければならない。 
（市町村⻑への要請） 

第二十八条 支援法人は、空家等、管理不全空家等⼜は特定空家等につき、その適切な管理
のため特に必要があると認めるときは、市町村⻑に対し、第十四条各項の規定による請求
をするよう要請することができる。 

２ 市町村⻑は、前項の規定による要請があった場合において、必要があると認めるときは、
第十四条各項の規定による請求をするものとする。 

３ 市町村⻑は、第一項の規定による要請があった場合において、第十四条各項の規定によ
る請求をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、当該要請
をした支援法人に通知するものとする。 

第二十九条 国及び都道府県は、市町村が⾏う空家等対策計画に基づく空家等に関する対
策の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対す
る補助、地方交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が⾏う空家等対策計画に基づ
く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他
の措置を講ずるものとする。 

第三十条 第二十二条第三項の規定による市町村⻑の命令に違反した者は、五十万円以下
の過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、⼜は同項の規定によ
る立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の過料に処する。 

附 則 
（施⾏期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か
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ら施⾏する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公
布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施⾏する。 

（平成二七年政令第五〇号で、本⽂に係る部分は、平成二七年二月二六日から、た
だし書に係る部分は、平成二七年五月二六日から施⾏） 

（検討） 
２ 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合において、この法律の施⾏の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 （令和五年六月一四日法律第五〇号） 抄 
（施⾏期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める
日から施⾏する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施⾏する。 

（令和五年政令第三三一号で令和五年一二月一三日から施⾏） 
（経過措置） 

第二条 地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二号）附則第二条に規
定する施⾏時特例市に対するこの法律による改正後の空家等対策の推進に関する特別措
置法（以下この条において「新法」という。）第七条第八項及び第十八条第一項の規定の
適用については、新法第七条第八項中「及び同法」とあるのは「、同法」と、「中核市」
とあるのは「中核市及び地方自治法の一部を改正する法律（平成二十六年法律第四十二
号）附則第二条に規定する施⾏時特例市」とする。 

２ 新法第二十二条第十項及び第十二項（同条第十項に係る部分に限る。）の規定は、この
法律の施⾏の日（以下この条及び附則第六条において「施⾏日」という。）以後に新法第
二十二条第十項後段の規定による公告を⾏う場合について適用し、施⾏日前にこの法律
による改正前の空家等対策の推進に関する特別措置法（次項において「旧法」という。）
第十四条第十項後段の規定による公告を⾏った場合については、なお従前の例による。 

３ 新法第二十二条第十一項及び第十二項（同条第十一項に係る部分に限る。）の規定は、
施⾏日以後に同条第二項の規定による勧告を⾏う場合について適用し、施⾏日前に旧法
第十四条第二項の規定による勧告を⾏った場合については、なお従前の例による。 
（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施⾏に関し必要な経過措置（罰則に関する経
過措置を含む。）は、政令で定める。 
（検討） 

第四条 政府は、この法律の施⾏後五年を目途として、この法律による改正後の規定につい
て、その施⾏の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基
づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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２．空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則 
（平成二十七年四月二十二日 ／総務省／国土交通省／令第一号） 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百二十七号）第十四条第十一
項の規定に基づき、空家等対策の推進に関する特別措置法施⾏規則を次のように定める。 

（経済的社会的活動の拠点としての機能を有する区域） 
第一条 空家等対策の推進に関する特別措置法（以下「法」という。）第七条第三項第五号

の国土交通省令・総務省令で定める区域は、次の各号に掲げるものとする。 
一 地域再⽣法（平成十七年法律第二十四号）第五条第四項第七号に規定する商店街活性

化促進区域 
二 地域再⽣法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域 
三 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律（平成二十年法律

第三十九号）第二条第二項に規定する滞在促進地区 
四 前各号に掲げるもののほか、地域における住⺠の⽣活、産業の振興⼜は⽂化の向上の

拠点であって、⽣活環境の整備、経済基盤の強化⼜は就業の機会の創出を図ることが必
要であると市町村（特別区を含む。以下同じ。）が認める区域 

（公示の方法） 
第二条 法第二十二条第十三項の国土交通省令・総務省令で定める方法は、市町村の公報へ

の掲載、インターネットの利用その他の適切な方法とする。 
（空家等対策計画の作成等の提案） 

第三条 法第二十七条第一項の規定により空家等対策計画の作成⼜は変更の提案を⾏おう
とする空家等管理活用支援法人は、その名称⼜は商号及び主たる事務所の所在地を記載
した提案書に当該提案に係る空家等対策計画の素案を添えて、市町村に提出しなければ
ならない。 

附 則 
この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法附則第一項ただし書に規定する規定

の施⾏の日（平成二十七年五月二十六日）から施⾏する。 
附 則 （令和五年一二月一二日／総務省／国土交通省／令第一号） 

この省令は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施⾏の日（令
和五年十二月十三日）から施⾏する。 
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３．岡山市空家等対策の推進に関する特別措置法施行細則 
（平成二十七年十二月二十一日 市規則第二百二十六号） 

（趣旨） 
第１条  この規則は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号。以下「法」という。）の施⾏に関し必要な事項を定めるものとする。 
（報告徴収書） 

第２条 法第９条第２項の規定による報告徴収は,空家等に係る事項に関する報告徴収書
（様式第１号）により⾏うものとする。 
（報告書）  

第３条 法第９条第２項の報告の様式は,空家等に係る事項に関する報告書（様式第２号） 
により⾏うものとする。 
（立入調査通知書） 

第４条 法第９条第３項の規定による通知は，立入調査通知書（様式第３号）により⾏うも
のとする。 
（立入調査員証） 

第５条 法第９条第４項の証明書の様式は，立入検査等をする職員の携帯する⾝分を示す
証明書（様式第４号）とする。 
（指導書） 

第６条 法第１３条第１項の規定による指導は，管理不全空家等に関する指導書（様式第５
号）により⾏うものとする。 
２ 法第２２条第１項の規定による指導は，特定空家等に関する指導書（様式第６号）に
より⾏うものとする。 
（勧告書） 

第７条 法第１３条第２項の規定による勧告は，管理不全空家等に関する勧告書（様式第７
号）により⾏うものとする。 

２ 法第２２条第２項の規定による勧告は，特定空家等に関する勧告書（様式第８号）によ
り⾏うものとする。 
（通知書） 

第８条 法第２２条第４項の通知書の様式は，命令に係る事前の通知書（様式第９号）とす
る。 
（命令書） 

第９条 法第２２条第３項の規定による命令は，命令書（様式第１０号）により⾏うものと
する。 
（標識） 

第１０条 法第２２条第１３項の標識の様式は，標識（様式第１１号）とする。 
（戒告書） 

第１１条 法第２２条第９項の規定による処分（以下「代執⾏」という。）を⾏う場合にお
ける⾏政代執⾏法（昭和２３年法律第４３号。以下「代執⾏法」という。）第３条第１項
の規定による戒告は，戒告書（様式第１２号）により⾏うものとする。 
（代執⾏令書） 

第１２条 代執⾏を⾏う場合における代執⾏法第３条第２項の代執⾏令書の様式は，代執
⾏令書（様式第１３号）とする。 
（執⾏責任者証） 

第１３条 代執⾏を⾏う場合における代執⾏法第４条の証票の様式は，執⾏責任者証（様式
第１４号）とする。 

附 則 
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この規則は，平成２８年１月１日から施⾏する。 
附 則（令和４年市規則第２５号） 

この規則は，令和４年４月１日から施⾏する。 
附 則（令和５年市規則第８４号） 

この規則は，公布の日から施⾏する。 
附 則（令和７年市規則第２４号） 

この規則は，令和７年４月１日から施⾏する。 
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様式第１号（第２条関係） 
年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑ 
           印 

（担当      課） 
 

空家等に係る事項に関する報告徴収書 
 

あなたの所有⼜は管理する下記空家等に対し，空家等対策の推進に関する特別措置法
（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２２条第１項から第３項までの規
定の施⾏のため，下記のとおり法第９条第２項の規定に基づき当該空家等に関する事項に
ついて報告を求めます。 

 
記 

１ 対象となる空家等 
 
２ 報告を求める内容 
 
３ 報告の提出先 
 
４ 報告徴収の責任者 
 
５ 報告の期限 
 
 
・上記５の期限までに上記３の者まで報告せず，⼜は虚偽の報告をした者は，法第３０条

第２項の規定に基づき，２０万円以下の過料に処されることとなります。 
・当該空家等が特定空家等に該当すると認められた場合，⼜は既に当該空家等が特定空家

等に該当すると認められている場合，法第２２条第１項から第３項の規定に基づき，周
辺の⽣活環境の保全を図るために必要な措置をとるよう，助言・指導・勧告・命令を⾏
うことがあります。 

・この処分について不服がある場合は，⾏政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条
及び第１８条の規定により，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月
以内に岡⼭市⻑に対し審査請求をすることができます（ただし，処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して３箇月以内であっても，処分の日の翌日から起算して１年を経過
した場合には審査請求をすることができなくなります。）。 

・また，この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は，⾏政事件訴訟法（昭和３７年法
律第１３９号）第８条及び第１４条の規定により，この処分があったことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内に，岡⼭市⻑を被告として，処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます（ただし，処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であ
っても，処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起
することができなくなります。）。なお，処分の取消しの訴えは，審査請求を⾏った後にお
いては，その審査請求に対する処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以
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内に提起することができます。 
様式第２号（第３条関係） 

年  月  日 
 
 

岡⼭市⻑ 
             様 
（担当         課）                             

提出者 住 所 
氏 名 
連絡先 

 
 

空家等に係る事項に関する報告書 
 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」とい
う。）第９条第２項に基づき，  年  月  日  第  号により報告を求められた空
家等に係る事項について，下記のとおり報告します。 

 
記 

１ 対象となる空家等 
 
２ 報告事項 
 
３ 添付書類 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ 上記２及び３について，虚偽の報告をした者は，法第３０条第２項の規定に基づき，

２０万円以下の過料に処せられることとなります。 
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様式第３号（第４条関係） 

年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
 

立入調査通知書 
 

空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」とい
う。）第２２条第１項から第３項までの規定の施⾏に必要なため，法第９条第２項に基づ
き，あなたの所有⼜は管理する下記の空家等と認められる場所への立入調査を⾏うことと
したので，法第９条第３項の規定によりその旨通知します。 

 
記 

１ 対象となる場所 
 
２ 立入調査を⾏う者 
 
３ 立入調査の期日 
 
 
・ 本立入調査を拒み，妨げ，⼜は忌避した場合は，法第３０条第２項の規定に基づき，

２０万円以下の過料に処せられます。 
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様式第４号（第５条関係） 
 

（表面） 
第    号 

立入調査員証 
 
所  属 
職  名 
氏  名 
⽣年月日    年  月  日 

  
 
 上記の者は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１
２７号）第９条第２項の規定に基づく立入調査の権限を有する者であること
を証明する。 
 
    年  月  日発⾏（  年  月  日まで有効） 
 

岡⼭市⻑        印 
  

 
 

（裏面） 
空家等対策の推進に関する特別措置法（抜粋） 

第９条 （略） 
２ 市町村⻑は，第２２条第１項から第３項までの規定の施⾏に必要な限

度において，空家等の所有者等に対し，当該空家等に関する事項に関し
報告させ，⼜はその職員若しくはその委任した者に，空家等と認められ
る場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村⻑は，前項の規定により当該職員⼜はその委任した者を空家等
と認められる場所に立ち入らせようとするときは，その５日前までに，
当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし，当
該所有者等に対し通知することが困難であるときは，この限りでない。 

４ 第２項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者
は，その⾝分を示す証明書を携帯し，関係者の請求があったときは，こ
れを提示しなければならない。 

５ 第２項の規定による立入調査の権限は，犯罪捜査のために認められた
ものと解釈してはならない。 

 
注意 
 この証票は，他人に貸与し，⼜は譲渡してはならない。 

 
 
 
 
 

写 
真 

刻 

印 
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様式第５号（第６条関係） 
年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
管理不全空家等に関する指導書 

 
あなたの所有⼜は管理する下記空家等は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第１３条第１項に定める「管理不全空家
等」に該当すると認められました。 

ついては，下記のとおり当該管理不全空家等が法第２条第２項に定める「特定空家等」
に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう，法第１３条第１項の
規定に基づき指導を⾏います。 

 
記 

１ 対象となる管理不全空家等 
 
２ 指導に係る措置の内容 
 
３ 指導の責任者  
 
 
 
・ 上記２の措置を実施した場合は，管理不全空家等改善報告書にて，遅滞なく上記３の者

まで報告をしてください。 
・ 正当な理由がなく上記２の措置をとらなかった場合は，法第１３条第２項の規定に基

づき，当該措置をとることを勧告することがあります。 
・ 上記１の管理不全空家等に係る敷地が，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

４９条の３の２⼜は同法第７０２条の３の規定に基づき，住宅用地に対する固定資産税
⼜は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては，勧告により，当
該敷地について，当該特例の対象から除外されることとなります。 
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様式第６号（第６条関係） 
年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
 

特定空家等に関する指導書 
 

あなたの所有⼜は管理する下記空家等は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成
２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に定める「特定空家等」に該
当すると認められました。 

ついては，下記のとおり速やかに周辺の⽣活環境の保全を図るために必要な措置をとる
よう，法第２２条第１項の規定に基づき指導を⾏います。 

 
記 

１ 対象となる特定空家等 
 
２ 指導に係る措置の内容 
 
３ 指導の責任者  
 
４ 措置の期限 
 
 
・ 上記４の期限までに上記２の措置を実施した場合は，特定空家等改善報告書にて，遅

滞なく上記３の者まで報告をしてください。 
・ 上記４の期限までに正当な理由がなく上記２の措置をとらなかった場合は，法第２２

条第２項の規定に基づき，当該措置をとることを勧告することがあります。 
・ 上記１の特定空家等に係る敷地が，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９

条の３の２⼜は同法第７０２条の３の規定に基づき，住宅用地に対する固定資産税⼜は
都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては，勧告により，当該敷
地について，当該特例の対象から除外されることとなります。 
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様式第７号（第７条関係） 

年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
 

管理不全空家等に関する勧告書 
 

あなたの所有⼜は管理する下記空家等は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成
２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第１３条第１項に定める「管理不全空家
等」に該当すると認められたため，  年  月  日付け  第  号により，あなた
に対して対策を講ずるよう指導してきたところでありますが，現在に至っても改善がなさ
れていません。 

ついては，下記のとおり速やかに当該管理不全空家等が法第２条第２項に定める「特定
空家等」に該当することとなることを防止するために必要な措置をとるよう，法第１３条
第２項の規定に基づき勧告します。 

 
記 

１ 対象となる管理不全空家等 
 
２ 勧告に係る措置の内容 
 
３ 勧告に至った事由 
 
４ 勧告の責任者  
 
 
 
 
 
・ 上記２の措置を実施した場合は，管理不全空家等改善報告書にて，遅滞なく上記４の者

まで報告をしてください。 
・ 上記１の管理不全空家等に係る敷地が，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３

４９条の３の２⼜は同法第７０２条の３の規定に基づき，住宅用地に対する固定資産税
⼜は都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては，本勧告により，
当該敷地について，当該特例の対象から除外されることとなります。 

・ 上記２の措置が実施されず，法第２条第２項に定める「特定空家等」になった場合，
必要に応じて，法第２２条に基づき，必要な措置をとることになります。 
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様式第８号（第７条関係） 

年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
 

特定空家等に関する勧告書 
 

あなたの所有⼜は管理する下記空家等は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成
２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に定める「特定空家等」に該
当すると認められたため，   年  月  日付け  第  号により，あなたに対し
て必要な措置をとるよう指導を⾏ってきたところでありますが，現在に至っても改善がな
されていません。 

ついては，下記のとおり速やかに周辺の⽣活環境の保全を図るために必要な措置をとる
よう，法第２２条第２項の規定に基づき勧告します。 

 
記 

１ 対象となる特定空家等 
 
２ 勧告に係る措置の内容 
 
３ 勧告に至った事由 
 
４ 勧告の責任者  
 
５ 措置の期限 
 
 
・ 上記５の期限までに上記２の措置を実施した場合は，特定空家等改善報告書にて，遅滞

なく上記４の者まで報告をしてください。 
・ 上記５の期限までに正当な理由がなく上記２の措置をとらなかった場合は，法第２２

条第３項の規定に基づき，当該措置をとることを命ずることがあります。 
・ 上記１の特定空家等に係る敷地が，地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４９

条の３の２⼜は同法第７０２条の３の規定に基づき，住宅用地に対する固定資産税⼜は
都市計画税の課税標準の特例の適用を受けている場合にあっては，本勧告により，当該
敷地について，当該特例の対象から除外されることとなります。 

・災害その他⾮常の場合においては，法第２２条第１１項の規定に基づき，当該措置につ
いて緊急代執⾏の手続に移⾏することがあります。 
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様式第９号（第８条関係） 
年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
命令に係る事前の通知書 

 
あなたの所有⼜は管理する下記空家等は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当
すると認められたため，  年  月  日付け  第  号により，あなたに対して必
要な措置をとるよう勧告しましたが，現在に至っても当該措置がなされていません。 

このまま措置が講じられない場合には，法第２２条第３項の規定に基づき，下記のとお
り当該措置をとることを命令することとなりますので通知します。 

なお，あなたは，法第２２条第４項の規定に基づき，本件に関し意⾒書及び自己に有利
な証拠を提出することができるとともに，同条第５項の規定に基づき，本通知の交付を受
けた日から５日以内に，岡⼭市⻑に対し，意⾒書の提出に代えて公開による意⾒の聴取を
⾏うことを請求することができる旨，申し添えます。 

 
記 

１ 対象となる特定空家等 
 
２ 命じようとする措置の内容 
 
３ 命ずるに至った事由 
 
４ 意⾒書の提出及び公開による意⾒の聴取の請求先 
 
５ 意⾒書の提出期限 
 
 
・上記２の措置を実施した場合は，特定空家等改善報告書にて，遅滞なく上記４の者まで

報告をしてください。 
・災害その他⾮常の場合においては，法第２２条第１１項の規定に基づき，当該措置につ

いて緊急代執⾏の手続に移⾏することがあります。 
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様式第１０号（第９条関係） 
年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
命 令 書 

 
あなたの所有⼜は管理する下記空家等は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２条第２項に定める「特定空家等」に該当
すると認められたため，  年  月  日付け  第  号により，あなたに対して法
第２２条第３項の規定に基づき命ずる旨を事前に通知しましたが，現在に至っても通知し
た措置がなされていないとともに，当該通知に示した意⾒書等の提出期限までに意⾒書等
の提出がなされませんでした。 

ついては，下記のとおり措置をとることを命じます。 
 

記 
１ 対象となる特定空家等 
 
２ 措置の内容 
 
３ 命ずるに至った事由 
 
４ 命令の責任者 
 
５ 措置の期限 
 
 
 
 
・ 上記５の期限までに上記２の措置を実施した場合は，特定空家等改善報告書にて，遅

滞なく上記４の者まで報告をしてください。 
・本命令に違反した場合は，法第３０条第１項の規定に基づき，５０万円以下の過料に処
せられます。 

・ 上記５の期限までに正当な理由がなく上記２の措置を履⾏しないとき，履⾏しても十
分でないとき⼜は履⾏しても同期限までに完了する⾒込みがないときは，法第２２条第
９項の規定に基づき，当該措置について⾏政代執⾏の手続に移⾏することがあります。 

・災害その他⾮常の場合においては，法第２２条第１１項の規定に基づき，当該措置につ
いて緊急代執⾏の手続に移⾏することがあります。 

・この処分について不服がある場合は，⾏政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条
及び第１８条の規定により，この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月
以内に岡⼭市⻑に対し審査請求をすることができます（ただし，処分があったことを知っ
た日の翌日から起算して３箇月以内であっても，処分の日の翌日から起算して１年を経過
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した場合には審査請求をすることができなくなります。）。 
・また，この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は，⾏政事件訴訟法（昭和３７年法
律第１３９号）第８条及び第１４条の規定により，この処分があったことを知った日の翌
日から起算して６箇月以内に，岡⼭市⻑を被告として，処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます（ただし，処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であ
っても，処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起
することができなくなります。）。なお，処分の取消しの訴えは，審査請求を⾏った後にお
いては，その審査請求に対する処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以
内に提起することができます。 
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様式第１１号（第１０条関係） 
 

標 識 
 

下記特定空家等の所有者等は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法
律第１２７号）第２２条第３項の規定に基づき措置をとることを，  年  月  日
付け第  号により，命ぜられています。 
 

記 
１ 対象となる特定空家等 

 
２ 措置の内容 
 
３ 命ずるに至った事由 
 
４ 命令の責任者 
 
５ 措置の期限 
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様式第１２号（第１１条関係） 
年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
戒 告 書 

 
あなたに対し    年  月  日付け  第  号によりあなたの所有する下記

特定空家等について下記措置を⾏うよう命じました。 
この命令を  年  月  日までに履⾏しないときは，空家等対策の推進に関する特

別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）第２２条第９項の規定に基づ
き，下記特定空家等について下記措置を執⾏しますので，⾏政代執⾏法（昭和２３年法律
第４３号）第３条第１項の規定によりその旨戒告します。 

なお，代執⾏に要する全ての費用は，⾏政代執⾏法第５条の規定に基づきあなたから
徴収します。また，代執⾏によりその物件及びその他の資材について損害が⽣じても，そ
の責任は負わないことを申し添えます。 
 

記 
１ 特定空家等 

(1) 所在地 
(2) 用 途 
(3) 構 造 
(4) 規 模 
(5) 所有者の住所及び氏名 

 
２ 措置の内容 
 
 
 
・災害その他⾮常の場合においては,法第２２条第１１項の規定に基づき,当該措置につい

て緊急代執⾏の手続に移⾏することがあります。 
・この処分について不服がある場合は,⾏政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条
及び第１８条の規定により,この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月
以内に岡⼭市⻑に対し審査請求をすることができます（ただし,処分があったことを知った
日の翌日から起算して３箇月以内であっても,処分の日の翌日から起算して１年を経過し
た場合には審査請求をすることができなくなります。）。 

・また,この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は,⾏政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第８条及び第１４条の規定により,この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６箇月以内に,岡⼭市⻑を被告として,処分の取消しの訴えを提起することがで
きます（ただし,処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても,
処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起するこ
とができなくなります。）。なお,処分の取消しの訴えは,審査請求を⾏った後においては,そ
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の審査請求に対する処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起
することができます。  
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様式第１３号（第１２条関係） 
年  月  日 
第     号 

様 
 

岡⼭市⻑        印 
 
（担当      課） 

 
代執⾏令書 

 
  年  月  日付け  第  号によりあなたの所有⼜は管理する下記特定空家等

について下記措置を   年  月  日までに⾏うよう戒告しましたが，指定の期日ま
でに義務が履⾏されませんでしたので,空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年
法律第１２７号。以下「法」という。）第２２条第９項の規定に基づき，下記のとおり代執
⾏を⾏いますので，⾏政代執⾏法（昭和２３年法律第４３号）第３条第２項の規定により
通知します。 

なお，代執⾏に要する全ての費用は，⾏政代執⾏法第５条の規定に基づきあなたから徴
収します。また，代執⾏によりその物件及びその他の資材について損害が⽣じても，その
責任は負わないことを申し添えます。 
 

記 
 
１   年 月 日付け 第 号により戒告した措置の内容 
 
２ 代執⾏の対象となる特定空家等 
 
３ 代執⾏の時期 
 
４ 執⾏責任者 
 
５ 代執⾏に要する費用の概算⾒積額 
 
 
・災害その他⾮常の場合においては,法第２２条第１１項の規定に基づき,当該措置につい

て緊急代執⾏の手続に移⾏することがあります。 
・この処分について不服がある場合は,⾏政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第２条
及び第１８条の規定により,この処分があったことを知った日の翌日から起算して３箇月
以内に岡⼭市⻑に対し審査請求をすることができます（ただし,処分があったことを知った
日の翌日から起算して３箇月以内であっても,処分の日の翌日から起算して１年を経過し
た場合には審査請求をすることができなくなります。）。 

・また,この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は,⾏政事件訴訟法（昭和３７年法律
第１３９号）第８条及び第１４条の規定により,この処分があったことを知った日の翌日か
ら起算して６箇月以内に,岡⼭市⻑を被告として,処分の取消しの訴えを提起することがで
きます（ただし,処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内であっても,
処分の日の翌日から起算して１年を経過した場合には処分の取消しの訴えを提起するこ
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とができなくなります。）。なお,処分の取消しの訴えは,審査請求を⾏った後においては,そ
の審査請求に対する処分があったことを知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起
することができます。 

様式第１４号（第１３条関係） 
 

（表面） 
第    号 

執⾏責任者証 
所 属 
職氏名 

  
 上記の者は，下記の⾏政代執⾏の執⾏責任者であることを証する。 
 
    年  月  日 

岡⼭市⻑       印 
記 

１ 代執⾏をなすべき事項 
 
２ 代執⾏をなすべき時期 

 
 
 

（裏面） 
空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）（抜

粋） 
第２２条 （以上略） 
９ 市町村⻑は，第３項の規定により必要な措置を命じた場合において，

その措置を命ぜられた者がその措置を履⾏しないとき，履⾏しても十分
でないとき⼜は履⾏しても同項の期限までに完了する⾒込みがないとき
は，⾏政代執⾏法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところに従い，
自ら義務者のなすべき⾏為をし，⼜は第三者をしてこれをさせることが
できる。 

１０〜１７ （略） 
 

⾏政代執⾏法（昭和２３年法律第４３号）（抜粋） 
第４条 代執⾏のために現場に派遣される執⾏責任者は，その者が執⾏責

任者たる本人であることを示すべき証票を携帯し，要求があるときは，
何時でもこれを呈示しなければならない。 
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４．岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例 

（平成二十七年十二月二十一日 市条例第八十五号） 
（目的） 

第１条 この条例は，適切な管理が⾏われていない空家等が防災，防犯，衛⽣，景観等の市
⺠の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み，空家等対策の推進に関する特別
措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。）を円滑かつ公平に運用し，及
び本市における空家等の適切な管理を促進するために必要な事項を定めることにより，
法と一体的な運用を図り，もって法第１条の趣旨を実現することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において使用する用語の意義は，この条例に特段の定めのない限り，法に
おいて使用する用語の例による。 
（市の責務） 

第３条 市は，法第４条第１項の規定により，法第７条第１項の空家等対策計画の作成及び
これに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関して必要な措置を適切に講
ずるものとする。 
（空家等の所有者等の責務） 

第４条 空家等の所有者等は，法第５条の規定により，周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさな
いよう，空家等の適切な管理を⾏わなければならない。 
（市⺠等による情報の提供） 

第５条 市⺠等（市内に居住し，勤務し，若しくは在学し，⼜は滞在する者をいう。）は，
空家等が特定空家等であると疑うに足りる事実があるときは，市にその情報を提供する
よう努めるものとする。 
（空家等対策計画） 

第６条 市は，その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため，法第
７条第１項の規定により，岡⼭市空家等対策計画（以下「計画」という。）を定めるもの
とする。 
（空家等に関するデータベースの整備等） 

第７条 市は，法第１１条の規定により，空家等（建築物を販売し，⼜は賃貸する事業を⾏
う者が販売し，⼜は賃貸するために所有し，⼜は管理するもの（周辺の⽣活環境に悪影響
を及ぼさないよう適切に管理されているものに限る。）を除く。以下第９条までにおいて
同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために
必要な措置を講ずるものとする。 
（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第８条 市は，法第１２条の規定により，所有者等による空家等の適切な管理を促進するた
め，これらの者に対し，情報の提供，助言その他必要な援助を⾏うものとする。 
（管理不全空家等の認定基準） 

第８条の２ 市⻑は，法第１３条第１項の管理不全空家等と認めるに当たっての基準（以下
「管理不全空家等認定基準」という。）を定めるものとする。 

２ 市⻑は，管理不全空家等認定基準を定め，⼜はこれを改訂したときは，遅滞なく，これ
を公表しなければならない。 
（管理不全空家等に対する措置） 

第８条の３ 市⻑は，管理不全空家等の所有者等に対し，法第１３条の規定により管理不全
空家等に対する措置を講ずるに際しては，当該管理不全空家等が現にもたらしている，⼜
はそのまま放置した場合に予⾒される周辺の建築物，通⾏人等に対する悪影響の有無，程
度及び切迫性を勘案して総合的に判断するものとする。 
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（空家等及び空家等の跡地の活用等） 
第９条 市は，法第１５条の規定により，空家等及び空家等の跡地（土地を販売し，⼜は賃

貸する事業を⾏う者が販売し，⼜は賃貸するために所有し，⼜は管理するものを除く。）
に関する情報の提供その他これらの活用のために必要な対策を講ずるものとする。 
（特定空家等の認定基準） 

第１０条 市⻑は，法第２条第２項の特定空家等と認めるに当たっての基準（以下「特定空
家等認定基準」という。）を定めるものとする。 

２ 市⻑は，特定空家等認定基準を定め，⼜はこれを改訂したときは，遅滞なく，これを公
表しなければならない。 
（特定空家等に対する措置） 

第１１条 市⻑は，特定空家等の所有者等に対し，法第２２条の規定により特定空家等に対
する措置を講ずるに際しては，当該特定空家等が現にもたらしている，⼜はそのまま放置
した場合に予⾒される周辺の建築物，通⾏人等に対する悪影響の有無，程度及び切迫性を
勘案して総合的に判断するものとする。 

２ 法第２２条第２項及び第３項に規定する相当の猶予期限は，対象となる特定空家等を
整理するための期間及び措置の実施に要する期間を合計した期間を標準とする。 
（応急措置） 

第１２条 市⻑は，特定空家等について，人の⽣命，⾝体⼜は財産に重大な損害を及ぼす等
の危険な状態が切迫していると認めるときは，その危険な状態を回避するため必要な最
小限度の措置を講ずることができる。 

２ 市⻑は，前項の措置を講じたときは，当該措置に要した費用を当該特定空家等の所有者
等から徴収することができる。 
（財政上の措置） 

第１３条 市は，空家等に関する対策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう
努めるものとする。 
（庁内体制の整備） 

第１４条 市は，空家等に関する施策を実施するために必要な庁内体制を整備しなければ
ならない。 
（関係⾏政機関等との連携） 

第１５条 市⻑は，この条例の施⾏のために必要があると認めるときは，関係⾏政機関，住
⺠自治組織等に対し，特定空家等の所在地及び特定空家等の物的状態の内容に関する情
報を提供し，当該物的状態を解消するために必要な協力を要請することができる。 
（協議会の設置） 

第１６条 法第８条第１項の規定により，岡⼭市空家等対策協議会（以下「協議会」という。）
を設置する。 
（所掌事務） 

第１７条 協議会は，次に掲げる事項について調査審議する。 
（１） 計画の作成及び変更並びに実施に関すること。 
（２） その他空家等対策の推進に関すること。 
（組織） 

第１８条 協議会は，市⻑及び委員１０人以内（以下「委員等」という。）をもって組織す
る。 
（委員等） 

第１９条 委員は，次に掲げる者のうちから市⻑が委嘱する。 
（１） 法務，不動産，建築等に関する学識経験者 
（２） 市議会議員 
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（３） 住⺠自治組織の代表者 
（４） その他市⻑が必要と認める者 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は，
前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 
４ 委員等は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様と

する。 
（会⻑等） 

第２０条 会⻑は，市⻑とする。 
２ 会⻑は，協議会を代表し，会務を総理する。 
３ 会⻑に事故があるとき⼜は会⻑が欠けたときは，あらかじめ会⻑の指名する委員がそ

の職務を代理する。 
（会議等） 

第２１条 協議会の会議は，会⻑が招集し，会⻑が議⻑となる。 
２ 協議会の会議は，委員等の過半数が出席しなければ，開くことができない。 
３ 協議会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議⻑の決す

るところによる。 
４ 協議会は，必要があると認めるときは，会議に関係者の出席を求め，説明⼜は意⾒を聴

くことができる。 
第５章 雑則 

（委任） 
第２２条 この条例に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，会⻑が協議会

に諮って定め，その他この条例の施⾏に関し必要な事項は，市⻑が別に定める。 
附 則 

この条例は，平成２８年１月１日から施⾏する。 
附 則（令和５年市条例第６２号） 

この条例は，この条例の公布の日⼜は空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改
正する法律（令和５年法律第５０号）の施⾏の日のいずれか遅い日から施⾏する。 
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５．岡山市空家等の適切な管理の促進に関する条例施行規則 
（平成二十七年十二月二十一日 市規則第二百二十五号） 

（趣旨） 
第１条 この規則は，岡⼭市空家等の適切な管理の促進に関する条例（平成２７年市条例

第８５号。以下「条例」という。）の施⾏に関し必要な事項を定めるものとする。 
（管理不全空家等の認定基準） 

第２条 条例第８条の２第１項の管理不全空家等認定基準は，次の表のとおりとする。こ 
の場合において，次の表の左欄に掲げる空家等の状態の区分に応じ，それぞれ同表の右 
欄に掲げる管理不全空家等認定基準のいずれかに該当すると認められるものを管理不全 
空家等と認定するものとする。 

空家等の状態 管理不全空家等認定基準 
そのまま放置すれば
倒壊等著しく保安上
危険となる状態の特
定空家等に該当する
こととなるおそれの
ある状態 

周辺に保安上の危険を及ぼすおそれがあり，次のいずれかに該当する
もの 

１ 建築物等の倒壊につながるおそれがあり，次に掲げる状態のい
ずれかに該当するもの 

(1) 建築物 
  ア  屋根の変形⼜は外装材の剥落若しくは脱落が⾒られる。 

イ 構造部材（基礎，柱，はりその他の構造耐力上主要な部分を
いう。）の破損，腐朽，蟻

ぎ
害，腐食等が⾒られる。 

ウ 雨水侵入の痕跡が⾒られる。 
(2)  門，塀，屋外階段等 

ア 構造部材（基礎，柱，はりその他の構造耐力上主要な部分を
いう。）の破損，腐朽，蟻害，腐食等が⾒られる。 

(3)  立木 
ア 立木の伐採，補強等がなされておらず，腐朽が認められる。

２  擁壁の崩壊につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいずれ
かに該当するもの 

(1) 擁壁のひび割れ等の部材の劣化，水のしみ出し⼜は変状が⾒ら
れる。 

(2) 擁壁の水抜き穴の清掃等がなされておらず，排水不良が認めら
れる。 

３  部材等の落下につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいず
れかに該当するもの 

(1) 外装材，屋根ふき材，手すり材，看板等 
ア 外壁上部の外装材，屋根ふき材若しくは上部に存する手すり

材，看板，雨樋，給湯設備，屋上水槽等の破損⼜はこれらの支
持部材の破損，腐食等が⾒られる。 

(2) 軒，バルコニーその他の突出物 
ア 軒，バルコニーその他の突出物の支持部分の破損，腐朽等が

⾒られる。 
(3) 立木の枝 

ア 立木の大枝の剪定，補強等がなされておらず，折れ⼜は腐朽
が認められる。 

４  部材等の飛散につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいず
れかに該当するもの 

(1) 屋根ふき材，外装材，看板等 
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ア 屋根ふき材，外装材，看板，雨樋等の破損⼜はこれらの支持
部材の破損，腐食等が⾒られる。 

(2) 立木の枝 
ア 立木の大枝の剪定，補強等がなされておらず，折れ⼜は腐

朽が認められる。 
そのまま放置すれば
著しく衛⽣上有害と
なる状態の特定空家
等に該当することと
なるおそれのある状
態 

周辺に衛⽣上有害な影響を及ぼすおそれがあり，次のいずれかに該当
するもの 

１ 石綿の飛散につながるおそれがあり，次に該当するもの 
(1)  吹付け石綿の周囲の外装材⼜は石綿使用部材の破損等が⾒

られる。 
２ 健康被害の誘発につながるおそれがあり，次に掲げる状態のい

ずれかに該当するもの 
(1)  汚水等 

ア 排水設備（浄化槽を含む。）の破損等が⾒られる。 
(2) 害虫等 

    ア 清掃等がなされておらず，常態的な水たまりや多量の腐敗
ごみ等が敷地等に認められる。 

(3) 動物の糞尿等 
ア 駆除等がなされておらず，常態的な動物の棲

す
みつきが敷地

等に認められる。 
そのまま放置すれば
著しく景観を損なっ
ている状態の特定空
家等に該当すること
となるおそれのある
状態 

周辺の景観を損なっており，次のいずれかに該当するもの 
１ 景観悪化につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいずれか

に該当するもの 
(1)  補修等がなされておらず，屋根ふき材，外装材，看板等の色

褪せ，破損⼜は汚損が認められる。 
(2)  清掃等がなされておらず，散乱し，⼜は⼭積みしたごみ等

が敷地等に認められる。 
ｚそのまま放置すれば

周辺の⽣活環境の保
全を図るために放置
することが不適切で
ある状態の特定空家
に該当することとな
るおそれのある状態 

防火，防犯その他の面で周辺の⽣活環境の保全に悪影響を及ぼすおそ
れがあり，次のいずれかに該当するもの 

１  汚水等による悪臭の発⽣につながるおそれがあり，次に掲げる
状態のいずれかに該当するもの 

(1)  排水設備（浄化槽を含む。）の破損等⼜は封水切れが⾒られ
る。 

(2)  駆除，清掃等がなされておらず，常態的な動物の棲みつき⼜
は多量の腐敗したごみ等が敷地等に認められる。 

２  不法侵入の発⽣につながるおそれがあり，次に該当するもの 
(1)  開口部等の破損等が⾒られる。 

３  落雪による通⾏障害等の発⽣につながるおそれがあり，次に掲
げる状態のいずれかに該当するもの 

(1)  通常の雪下ろしがなされていないことが認められる。 
(2)  雪止めの破損等が⾒られる。 

４  立木等による破損・通⾏障害等の発⽣につながるおそれがあり，
次に該当するもの 

(1)  立木の枝の剪定等がなされておらず，立木の枝等のはみ出し
が認められる。 

５  動物等による騒音の発⽣につながるおそれがあり，次に該当す
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るもの 
(1)  駆除等がなされておらず，常態的な動物の棲みつき等が敷地

等に認められる。 
６  動物等の侵入等の発⽣につながるおそれがあり，次に該当する

もの 
(1)  駆除等がなされておらず，常態的な動物の棲みつき等が敷

地等に認められる。 
（特定空家等の認定基準） 

第３条 条例第１０条第１項の特定空家等認定基準は，次の表のとおりとする。この場合に
おいて，次の表の左欄に掲げる空家等の状態の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に掲げる
特定空家等認定基準のいずれかに該当すると認められるものを特定空家等と認定するも
のとする。 

空家等の状態 特定空家等認定基準 
そのまま放置すれば
倒壊等著しく保安上
危険となるおそれの
ある状態 

周辺に著しい保安上の危険を及ぼすおそれがあり，次のいずれかに該
当するもの 

１  建築物の全体⼜は一部が既に倒壊⼜は崩壊している。 
２  建築物等の倒壊につながるおそれがあり，次に掲げる状態のい

ずれかに該当するもの 
(1)  建築物 

ア 倒壊のおそれがあるほどの著しい建築物の傾斜が⾒られる。
イ 倒壊のおそれがあるほどの著しい屋根全体の変形⼜は外装

材の剥落若しくは脱落が⾒られる。 
ウ 倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材（基礎，柱，はり

その他の構造耐力上主要な部分をいう。）の破損，腐朽，蟻害，
腐食等⼜は構造部材（基礎，柱，はりその他の構造耐力上主要
な部分をいう。）同士のずれが⾒られる。 

(2)  門，塀，屋外階段等 
ア 倒壊のおそれがあるほどの著しい門，塀，屋外階段等の傾斜

が⾒られる。 
イ 倒壊のおそれがあるほどの著しい構造部材（基礎，柱，はり

その他の構造耐力上主要な部分をいう。）の破損，腐朽，蟻害，
腐食等⼜は構造部材（基礎，柱，はりその他の構造耐力上主要
な部分をいう。）同士のずれが⾒られる。 

(3)  立木 
   ア 倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の傾斜が⾒られる。 

イ 倒壊のおそれがあるほどの著しい立木の幹の腐朽が⾒ら
れる。 

３ 擁壁の崩壊につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいずれ
かに該当するもの 

(1)  擁壁の一部の崩壊⼜は著しい土砂の流出が⾒られる。 
(2)  崩壊のおそれがあるほどの著しい擁壁のひび割れ等の部材

の劣化，水のしみ出し⼜は変状が⾒られる。 
４ 部材等の落下につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいず

れかに該当するもの 
(1)  外装材，屋根ふき材，手すり材，看板等 

ア 外装材，屋根ふき材，手すり材，看板，雨樋，給湯設備，屋
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上水槽等の剥落⼜は脱落が⾒られる。 
イ 落下のおそれがあるほどの著しい外壁上部の外装材，屋根ふ

き材若しくは上部に存する手すり材，看板，雨樋，給湯設備，
屋上水槽等の破損⼜はこれらの支持部材の破損，腐食等が⾒ら
れる。 

(2)  軒，バルコニーその他の突出物 
   ア 軒，バルコニーその他の突出物の脱落が⾒られる。 
   イ 落下のおそれがあるほどの著しい軒，バルコニーその他の突

出物の傾き⼜はこれらの支持部分の破損，腐朽等が⾒られる。
(3)  立木の枝 

   ア 立木の大枝の脱落が⾒られる。 
   イ 落下のおそれがあるほどの著しい立木の上部の大枝の折れ

⼜は腐朽が⾒られる。 
５  部材等の飛散につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいず

れかに該当するもの 
(1)  屋根ふき材，外装材，看板等 

ア 屋根ふき材，外装材，看板，雨樋等の剥落⼜は脱落が⾒られ
る。 

イ 飛散のおそれがあるほどの著しい屋根ふき材，外装材，看板，
雨樋等の破損⼜はこれらの支持部材の破損，腐食等が⾒られ
る。 

(2)  立木の枝 
   ア 立木の大枝の飛散が⾒られる。 
   イ 飛散のおそれがあるほどの著しい立木の大枝の折れ⼜は腐

朽が⾒られる。 
そのまま放置すれば
著しく衛⽣上有害と
なるおそれのある状
態 

周辺に著しく衛⽣上有害な影響を及ぼすおそれがあり，次のいずれか
に該当するもの 

１ 石綿の飛散につながるおそれがあり，次に該当するもの 
(1)  石綿の飛散の可能性が高い吹付け石綿の露出⼜は石綿使用

部材の破損等が⾒られる。 
２ 健康被害の誘発につながるおそれがあり，次のいずれかに該当

するもの 
(1)  汚水等 

ア 排水設備（浄化槽を含む。）からの汚水等の流出が⾒られる。
イ 汚水等の流出のおそれがあるほどの著しい排水設備（浄化槽

を含む。）の破損等が⾒られる。 
(2)  害虫等 

   ア 敷地等からの著しく多数の蚊，ねずみ等の害虫等の発⽣が⾒
られる。 

   イ 著しく多数の蚊，ねずみ等の害虫等の発⽣のおそれがあるほ
どの敷地等の常態的な水たまり，多量の腐敗したごみ等が⾒ら
れる。 

(3)  動物の糞尿等 
   ア 敷地等の著しい量の動物の糞尿等が⾒られる。 
   イ 著しい量の糞尿等のおそれがあるほど常態的な敷地等への

動物の棲みつきが⾒られる。 
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適切な管理が⾏われ
ていないことにより
著しく景観を損なっ
ている状態 

周辺の景観を著しく損なっており，次のいずれかに該当するもの 
１ 景観悪化につながるおそれがあり，次に掲げる状態のいずれか

に該当するもの 
(1)  景観法（平成１６年法律第１１０号）その他関係法令に著し

く適合しない状態にある。 
(2)  屋根ふき材，外装材，看板等の著しい色褪せ，破損⼜は汚損

が⾒られる。 
(3)  立木等が建築物⼜は敷地の全面を覆う程度まで繁茂してい

る。 
(4)  著しく散乱し，⼜は⼭積みした敷地等のごみ等が⾒られる。 

周辺の⽣活環境の保
全を図るために放置
することが不適切で
ある状態 

防火，防犯その他の面で周辺の⽣活環境の保全に悪影響を及ぼしてお
り，次のいずれかに該当するもの 

１ 汚水等による悪臭の発⽣につながるおそれがあり，次に掲げる
状態のいずれかに該当するもの 

(1)  排水設備（浄化槽を含む。）の汚水等による悪臭が発⽣して
いる。 

(2)  悪臭の発⽣のおそれがあるほどの著しい排水設備（浄化槽を
含む。）の破損等が⾒られる。 

(3)  敷地等の動物の糞尿等⼜は腐敗したごみ等による悪臭の発
⽣が⾒られる。 

(4)  悪臭の発⽣のおそれがあるほどの著しい敷地等の動物の糞
尿等⼜は多量の腐敗したごみ等が⾒られる。 

２ 不法侵入の発⽣につながるおそれがあり，次に掲げる状態のい
ずれかに該当するもの 

(1)  不法侵入の形跡が⾒られる。 
(2)  不特定の者が容易に侵入できるほどの著しい開口部等の破

損等が⾒られる。 
３ 落雪による通⾏障害等の発⽣につながるおそれがあり，次に掲

げる状態のいずれかに該当するもの 
(1)  頻繁な落雪の形跡が⾒られる。 
(2)  落下した場合に歩⾏者等の通⾏の妨げ等のおそれがあるほ

どの著しい屋根等の堆雪⼜は雪庇が⾒られる。 
(3)  落雪のおそれがあるほどの著しい雪止めの破損等が⾒られ

る。 
４ 立木等による破損・通⾏障害等の発⽣につながるおそれがあり，

次に該当するもの 
(1)  周囲の建築物の破損⼜は歩⾏者等の通⾏の妨げ等のおそれ

があるほどの著しい立木の枝等のはみ出しが⾒られる。 
５ 動物等による騒音の発⽣につながるおそれがあり，次に該当す

るもの 
(1)  著しい頻度⼜は音量の鳴き声を発⽣する動物の敷地等への

棲みつき等が⾒られる。 
６ 動物等の侵入等の発⽣につながるおそれがあり，次に該当する

もの 
(1)  周辺への侵入等が認められる動物等の敷地等への棲みつき

が⾒られる。 
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附 則 
この規則は，平成２８年１月１日から施⾏する。 

附 則（令和５年市規則第８３号） 
この規則は，公布の日から施⾏する。 

附 則（令和７年市規則第２３号） 
 この規則は，令和７年４月１日から施⾏する。 
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６．判定票 

 

 

建物情報 調査番号 調査年月日 調査者

１.不良度（老朽度・危険度等）の判定 注：評点は〔基礎点×不良の程度〕

建築物の状態調査 基礎点
不明
(0)

低
(0)

低中
(0.25)

中
(0.5)

中高
(0.75)

高
(1.0)

評点

100 不明 なし ～
部分的
崩壊等

～
過半の
崩壊等

②建築物の著しい傾斜の有無、基礎の不同沈下 100 不明 なし ～ 部分的 ～ 有

①建築物の屋根の腐朽・破損・欠落等の有無 50 不明 なし ～ 部分的 ～ 全体的

②建築物の外壁の腐朽・破損・欠落等の有無 40 不明 なし 一部 部分的 過半 全体的

③その他（基礎・土台・柱・梁・立木：　　　　　）〔30〕 不明 なし 一部 部分的 過半 全体的

1　屋根仕上材のずれ・剥離・欠損等の有無 50 不明 なし 一部 部分的 過半 全体的

2　ひさし又は軒の腐朽・たれ下がりの有無 30 不明 なし ～ 部分的 ～ 全体的

1　外装材（湿式）のひび割れ・欠損等の有無 (40) 不明 なし 一部 部分的 過半 全体的

2　外装材（乾式）の隙間・欠損等の有無 (40) 不明 なし 一部 部分的 過半 全体的

③屋外階段、バルコニーの腐食・破損・傾斜等の有無 40 不明 なし ～ 部分的 ～ 全体的

④開口部（窓ガラス等）の割れ・破損等の有無 10 不明 なし 一部 部分的 過半 全体的

⑤看板・外部機器類の傾斜、部材の欠落等の有無 10 不明 なし ～
部分的
傾斜等

～
全体的
傾斜等

４.その他 その他（門、塀、立木等（　　　　）の危険性の有無）〔10〕 不明 なし ～ 部分的 ～ 過半

※標準基礎点合計470＋その他加算可能点〔40〕 0

※調査項目で、外装仕上材は②―1又は②―2のひとつを選択。

　判定区分

２．影響度（敷地の状況）の判定

周辺の状況

※影響度の判定は、建築物の傾斜方向や落下物等の位置により補正できる。

[補正理由:　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　]

３．空家等の管理状態判定

・調査所見  

３.部材・仕上材等
の
　 状態
（落下飛散の恐れ）

２.構造耐力上主要
な
　 部分の状態
（破損、倒壊、落下
　　飛散の恐れ）

１.建築物全体の状
態
　　（倒壊の恐れ）

不良度
判定結果

法12条対象

法12条、法13条対象

　合計

　評点点数合計値

不良度（低） 不良度（中）

50点未満 50点～100点未満 100点以上

不良度（高）

離れ（小）

敷地境界から
の離れ

①隣地境界と対象物の離れ　Ｌ（約　　　　ｍ） Ｌ　＞　5ｍ Ｌ　＜　3ｍ

調査項目／不良の程度

①建築物の崩壊・落階等の有無

①

②

②公衆用道路と対象物の離れ　Ｌ（約　　　　ｍ） Ｌ　＞　5ｍ Ｌ＝3ｍ～5ｍ Ｌ　＜　3ｍ

調査項目／影響の大きさ 離れ（大） 離れ（中）

Ｌ＝3ｍ～5ｍ

影響度
判定結果

判定区分 道路側離れ（大） 道路側離れ（中）

隣地側離れ（小） 影響度（高） 影響度（高）

道路側離れ（小）

隣地側離れ（大） 影響度（高）

隣地側離れ（中） 影響度（中） 影響度（中） 影響度（高）

影響度（低） 影響度（中）

影響度（高）

・擁壁表面に水がしみ出し、流出している。

不良度（高）：100点以上
　　　 「管理不全空家等」相当若しくは「特定空家等」相
当

不良度（中）：50点～100点未満「管理不全空家等」相当

不良度（低）：50点未満　　　 「管理不全空家等」不相当 助言対象外

法12条、法13条、法22条対象

[別紙1]「そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態」の判断基準【外観目視調査】

宅地擁壁老朽化判定マニュ
アル（案）＜国土交通省 都
市安全課＞による

・水抜き穴の詰まりが生じている。

・ひび割れが発生している。

不良度
判定評点

４．擁壁の不良度判定(外観目視）

擁壁が老朽化し危険
となるおそれがあ
る。

擁壁の地盤条件、構造諸元及
び障害状況並びに老朽化によ
る変状の程度などを基に総合
的に判断する。

調査項目

影響度（高）

影響度判定結果 影響度（低） 影響度（中）
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不明または
非該当

（２）汚水等の状況

（３）衛生上有害となりうる害虫・ゴミ等の状況

・敷地内の清掃等がなされておらず、常態的な水たまりや多量の腐敗したゴミ等が認められる（L1）。または敷地のそのような状
態であり、それらを原因として著しく多数の蚊やねずみ等が発生しうる状況である（L2）。
・敷地内に家電製品（フロン類使⽤等）、有害ごみ（乾電池、蛍光管等）などが放置または不法投棄されている（L1〜
L2）。
・敷地等から著しく多量の蚊やねずみ等が発生している（L2）。

（４）動物の糞尿等

・敷地等に著しい量の動物の糞尿等が認められる（L2）。
・敷地等に動物が住み着いており、駆除がされていない状態が認められる（L1）。また、それらが多数となり著しく多量の糞尿が
発生する恐れがある（L2）。

・排水マスの蓋やガーデンパン等の排水設備が破損している（L1）。または、浄化槽を含む破損した排水設備から汚水等が流
出している状態である（L2）。

判定区分 判定結果

L1に該当するものが2件以上、かつL2に該当するものが0件で、第三者の確認があるもの。
（そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある。） 管理不全空家等相当

L2に該当するものが1件以上あり、第三者の確認があるもの。 特定空家等相当

〇調査所⾒

自治会役員等第三者の確認（B)
※確認欄の無いものは〇とする

確認の有無

※L1〜L2の判断については、上記の状態の悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否かで判断する。

[別紙2]「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」の判断基準

「そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態」であることを判断する際は、次に掲げる状態（将来そのような状態になることが予⾒される場合を含む。）に該当するか否かにより判断す
る。次に列挙したものは例⽰であることから、個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。

状態のレベル（A）

・吹付け石綿の周囲の外装材又は石綿使⽤部材（スレート波板等）が破損している。（L1）
・石綿の⾶散の可能性が⾼い吹付け石綿の露出又は石綿使⽤部材（パーライト吹付け等）が破損している。（L2）

（１）石綿の⾶散 L1 L2

調査番号 調査年⽉⽇ 調査者
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不明または
非該当

L2に該当するものが1件以上あり、第三者の確認があるもの。 特定空家等相当

〇調査所⾒

判定区分 判定結果

L1に該当するものが2件以上、かつL2に該当するものが0件で、第三者の確認があるもの。
（そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある。） 管理不全空家等相当

調査番号 調査年⽉⽇ 調査者

「適切な管理が⾏われていないことにより著しく景観を損なっている状態」であることを判断する際は、次に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。次に列挙したものは例⽰であることから、個別の事
案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。

状態のレベル（A） 自治会役員等第三者の確認（B)
※確認欄の無いものは〇とする

（３）⽴⽊等による周辺景観への影響

L1

[別紙3]「適切な管理が⾏われていないことにより著しく景観を損なっている状態」の判断基準

L2 確認の有無（１）景観に関する既存のルールとの不適合

※L1〜L2の判断については、上記の状態の悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否かで判断する。

・⽴⽊等が建築物の全⾯を覆う程度まで繁茂している（L2）。

（２）建物及び工作物の汚損

（４）景観上問題となりうるゴミ等の状況

・景観法に基づく景観計画に定める建築物又は工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状態となっている（L2）。
・景観法に基づく都市計画の景観地区において、条例に定める建築物及び工作物の形態意匠等の制限に著しく適合しない状
態となっている（L2）。
・文化、教育、観光等における景観上重要な地区等の景観保全に著しく適合しない状態となっている（L2）。
・その他の景観保全に係るルールに著しく適合しない状態となっている（L2）。
　（具体的な状態︓　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

・屋根、外壁等が汚物や落書き等で外⾒上⼤きく傷んだり、汚れたまま放置されている（L1〜L2）。
・窓ガラスが割れたまま、補修されることなく放置されている（L1〜L2）。
・看板が破損、汚損したまま放置されている（L1〜L2）。

・散乱、又は山積したゴミ等が放置されている（L1）、または、山積したゴミ等で敷地の⼤部分が埋め尽くされている（L2）。
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不明または
非該当

・敷地等に動物やスズメバチ等が住み着いており、駆除がされていない状態かつそれらが周辺の土地、家屋に浸入することで、地
域住⺠の⽇常生活に⽀障を及ぼす可能性がある（L1）、あるいは既に周辺への侵入により地域住⺠の⽇常生活に⽀障を及
ぼしている（L2）。
・シロアリが巣を作り、近隣の家屋に⾶来し、地域住⺠の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある（L1）、または既に⼤量のシロ
アリが発生しており、地域住⺠の生活環境に悪影響を及ぼしている（L2）。

（６）落雪による通⾏障害の発生

・雪⽌めが破損している（L1）、また破損の程度が著しく落雪の恐れが⾼まっている（L2）。
・通常の雪下ろしがなされていない状態（L1）、あるいは落下した場合に歩⾏者等の通⾏の妨げ等のおそれがあるほどの著しい
屋根等への堆雪又は雪庇が認められ（L2）、地域住⺠の生活環境に悪影響を及ぼす恐れがある。
・既に頻繁に落雪した形跡が認められる（L2）。

判定区分 判定結果

L1に該当するものが2件以上、かつL2に該当するものが0件で、第三者の確認があるもの。
（そのまま放置すれば特定空家等に該当するおそれがある。） 管理不全空家等相当

L2に該当するものが1件以上あり、第三者の確認があるもの。 特定空家等相当

〇調査所⾒

調査番号 調査年⽉⽇ 調査者

状態のレベル（A）

「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」であることを判断する際は、次に掲げる状態に該当するか否かにより判断する。次に列挙したものは例⽰であることから、
個別の事案に応じてこれによらない場合も適切に判断していく必要がある。

（１）汚水等による悪臭の発生

自治会役員等第三者の確認（B)

確認の有無L1 L2

[別紙4]「その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態」の判断基準

※L1〜L2の判断については、上記の状態の悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を超えるか否かで判断する。

・⽴⽊の枝等の剪定がなされず、枝等が近隣の道路等にはみ出している（L1）、またはそれにより道路通⾏を阻害している
（L2）。
・⽴⽊の枝等が近隣家屋に接触し、周囲の建築物を破損させている（L2）。
・⽴⽊の落葉、雑草の繁茂等により、今後近隣の道路通⾏を阻害する恐れがある（L1）、または既に阻害している（L2）。
・テレビアンテナ、物⼲し竿等の建物付属物が転倒、落下の恐れがあり、今後近隣の道路通⾏を阻害する恐れがある（L1）、ま
たは既に転倒、落下しており、近隣の道路通⾏を阻害している（L2）。

（４）動物等による騒音の発生

・敷地等に動物が住み着いており、駆除がされていない状態かつ動物の鳴き声が認められ、地域住⺠の⽇常生活に⽀障を及ぼ
している（L1〜L2）。
・その他、音が敷地内より発生しており、地域住⺠の⽇常生活に⽀障を及ぼしている（L1〜L2）。

・排水マスの蓋やガーデンパン等の排水設備が破損している（L1）。または、浄化槽を含む排水設備から汚水等による悪臭が
発生し（L2）、地域住⺠の⽇常生活に⽀障を及ぼしている。
・敷地内の清掃等がなされておらず、多量の腐敗したゴミ等が認められる（L1）、またそれらから悪臭が発生し（L2）、地域住
⺠の⽇常生活に⽀障を及ぼしている。
・敷地等に動物が住み着いており、駆除がされていない状態かつそれにともなう臭気が認められ、それらの糞尿により著しい悪臭が
発生しており、地域住⺠の⽇常生活に⽀障を及ぼしている（L2）。

（２）不法侵入の発生

・⾨扉が開け放された状態であり、窓ガラス等の開⼝部が破損している（L1）。または、そこから容易に内部に侵入できる程の著
しく破損している状態となっている、あるいは既に内部に不法侵入された形跡がある（L2）。

（３）⽴⽊等による破損・通⾏障害の発生

（５）動物等による侵入等の発生
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７．岡山市空家等対策協議会委員名簿 
 

岡⼭市空家等の適切な管
理の促進に関する条例 

第 19 条第 1 項 
所属団体等 氏名（敬称略） 

１号 学識経験者 

岡⼭大学 学術研究院 
環境⽣命自然科学学域 准教授 氏原 岳人 

岡⼭弁護士会 加来 典子 

岡⼭県司法書士会 小松原 閑 

岡⼭県土地家屋調査士会 河田 理枝子 

一般社団法人 岡⼭県建築士会 大丸 和子 

公益社団法人 岡⼭県宅地建物取引業協
会 高橋 ゆかり 

２号 市議会議員 岡⼭市議会 都市・環境委員会 花岡 栄太郎 

３号 住⺠自治組織の代
表 岡⼭市連合町内会 竹井 秋人 

４号 その他市⻑が必要
と認める者 

特定⾮営利法人 まちづくり推進機構岡
⼭ 德田 恭子 

一般社団法人 岡⼭住まいと暮らしの相
談センター 石田 信治 
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８．岡山市空家等対策推進会議設置規程 
（平成二十七年十二月二十八日 市訓令甲第百九十九号） 

（設置） 
第１条 岡⼭市空家等の適切な管理の促進に関する条例（平成２７年市条例第８５号。以下

「条例」という。）第１４条の規定に基づき，空家等に関する施策について検討するため，
岡⼭市空家等対策推進会議（以下「対策会議」という。）を設置する。 
（所掌事務） 

第２条 対策会議は，次に掲げる事項について検討・協議する。 
（１） 空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」

という。）第７条第１項の空家等対策計画（以下「空家等対策計画」という。）の作成に
関すること。 

（２） 空家等対策計画の変更に関すること。 
（３） 空家等対策計画の実施に関すること。 
（４） 法第１３条の規定による管理不全空家等に対する措置に関すること。 
（５） 法第２条第２項に規定する特定空家等（以下「特定空家等」という。）の認定に

関すること。 
（６） 法第２２条の規定による特定空家等に対する措置に関すること。 
（７） 条例第１２条の規定による特定空家等に対する応急措置に関すること。 
（８） 特定空家等に対する⾏政代執⾏の実施に関すること。 
（９） その他空家等の対策に関すること。 
（組織） 

第３条 対策会議は，委員⻑及び委員をもって組織する。 
２ 委員⻑は，都市整備局住宅・建築部⻑をもって充て，会務を総理する。 
３ 委員⻑に事故があるとき⼜は委員⻑が欠けたときは，あらかじめ委員⻑が指名する委

員がその職務を代理する。 
４ 委員は，別表第１に掲げる者をもって充てるほか，別表第２に掲げる者に委嘱する。 

（会議等） 
第４条 対策会議の会議は，委員⻑が必要に応じて招集する。ただし，第２条第４号から第

８号までに規定する事項に係る対策会議の会議は，委員⻑が内容に応じて必要な委員を
招集する。 

２ 対策会議の議⻑は，委員⻑がこれに当たる。 
３ 対策会議の会議は，招集された委員の過半数が出席しなければ，会議を開くことができ

ない。 
４ 会議の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは委員⻑の決するとこ

ろによる。 
５ 委員⻑は，必要があると認めた場合は，会議に関係者の出席を求め，その意⾒⼜は説明

を聴くことができる。 
６ 委員が会議に出席できないときは，あらかじめ当該委員が指定する職員を会議に代理

出席させることができる。 
（庶務） 

第５条 対策会議の庶務は，都市整備局住宅・建築部建築指導課において⾏う。 
（その他） 

第６条 この訓令に定めるもののほか，対策会議の運営等に関し必要な事項は，対策会議に
諮って委員⻑が別に定める。 

附 則 
この訓令は，平成２８年１月１日から施⾏する。 
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附 則（平成２９年市訓令甲第７０号） 
この訓令は，公布の日から施⾏する。 

附 則（平成３０年市訓令甲第６１号） 
この訓令は，公布の日から施⾏する。 

附 則（平成３１年市訓令甲第３５号） 
この訓令は，公布の日から施⾏する。 

附 則（令和４年市訓令甲第１７号） 
この訓令は，公布の日から施⾏する。 

附 則（令和５年市訓令甲第４４号） 
この訓令は，公布の日から施⾏する。 

附 則（令和７年市訓令甲第４号） 
この訓令は，公布の日から施⾏する。 

附 則（令和７年市訓令甲第２４号） 
この訓令は，公布の日から施⾏する。 
 

別表第１（第３条関係） 
危機管理担当課⻑ 事業政策課⻑ 総務法制企画課⻑ 課税管理課⻑ ⽣活安全課⻑ 
市⺠協働企画総務課おかやまぐらし推進室⻑ 北区役所総務・地域振興課⻑ 北区役所
地域整備課⻑ 中区役所総務・地域振興課⻑ 中区役所地域整備課⻑ 東区役所総務・地
域振興課⻑ 東区役所地域整備課⻑ 南区役所総務・地域振興課⻑ 南区役所地域整備
課⻑ 地域包括ケア推進課⻑ 高齢者福祉課⻑ 保健管理課⽣活衛⽣担当課⻑ こども
企画総務課⻑ 環境保全課⻑ 環境事業課⻑ 産業振興課⻑ 都市計画課⻑ 道路港湾
管理課道路管理担当課⻑ 建築指導課⻑ 開発指導課⻑ 住宅課⻑ 

別表第２（第３条関係） 
予防課査察保安担当課⻑ 
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９．岡山市空家等適正管理支援事業 
９－１．岡山市空家等適正管理支援事業（除却）補助金交付要綱 

（趣旨） 
第１条 老朽化した空き家の円滑な除却を図るため，予算の範囲内において岡⼭市空家等

適正管理支援事業費（除却）補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，そ
の交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡⼭市補助金等交付規則（昭和４８年
市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は，空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。），岡⼭市空家等の適切な管理の促進に
関する条例（平成２７年岡⼭市条例第８５号）及び規則において使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 除却工事 空家等のうち建築物及びこれに附属する工作物の撤去に係る工事（門扉及

び塀の撤去に係るものを除く。）をいう。 
(2) 附帯工事 空家等のうち敷地に存する門扉，塀，立木等の撤去に係る工事をいう。 
(3) 応急措置 空家等について，地域の住⺠等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避する

ために必要な措置をいう。 
(4) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き，建築関連業

務等を営む者をいう。ただし，⾒積書等を本市内の所在地で発⾏できる者に限る。 
 （補助事業） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次条に規定する

補助対象空家等について市内施工業者が施工する工事（補助金交付申請時に未契約であ
るもの）等で，次の各号のいずれかに該当するものとする。  
(1) 除却工事を⾏うものであること。 

 (2) 前号及び附帯工事を⾏うものであること。 
 (3) 応急措置を⾏うものであること。 
２ 前項の規定にかかわらず，公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事その他第 1 条

の趣旨に照らして市⻑が不適当と認めるものについては，補助事業としない。 
（補助対象空家等） 
第４条 補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」という。）は，次の各

号のいずれにも該当するものとする。 
(1) 市内に存するものであること。 
(2) 空家等の物的状態が，法第２２条第１６項の規定に基づき国土交通大臣が定めた管理

不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針
（ガイドライン）中，別紙１から別紙４に掲げる状態にあり，特定空家等に認定された
もの。ただし，法第２２条第２項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。 

（補助事業者） 
第５条 補助事業者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 申請日現在において，補助対象空家等の所有権を有する個人（以下「所有者」という。），
第３条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た個人⼜はその
他市⻑が認めた者 

(2) 市税の滞納がない者であること。 
(3) 暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者を含
む。）でないこと。 
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（補助対象経費） 
第６条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって   

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次に掲げるものとする。ただし，
市，県及び国が⾏う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。 
(1) 除却工事に係る経費の実支出額 
(2) 附帯工事に係る経費の実支出額 
(3) 応急措置に係る経費の実支出額 

（補助金額） 
第７条 第３条第１項第１号⼜は第２号の補助事業に係る補助金額は，補助対象経費の合

計額に３分の１を乗じて得た額とし，５０万円を上限とする。ただし，第３条第１項第３
号の補助事業に係る補助金の交付を受けている場合は，その金額を控除した額を上限とす
る。 

２ 第３条第１項第３号の補助事業に係る補助金額は，補助対象経費に３分の１を乗じて
得た額とし，１０万円を上限とする。 

３ 前２項によって得られた額に１，０００円未満の端数が⽣じるときは，これを切り捨て
るものとする。 

（補助金の交付申請） 
第８条 補助金の交付申請は，この要綱に定める条項の適用を受けることについて同意し

た上で，補助事業対象工事の契約前に岡⼭市空家等適正管理支援事業費（除却）補助金交
付申請書（様式第１号）を市⻑に提出して⾏わなければならない。ただし，申請書提出に
ついては，申請建築物が特定空家等に認定された後に，提出すること。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市⻑が必要と認める書類は，次のとおりと
する。 
(1) 補助金交付申請調書 
(2) 申請者の住⺠票 
(3) 補助対象空家等の不動産登記事項証明書（建物） 

（所有権を証明できる書類） 
(4) 申請者の滞納無証明書 
(5) 電気使用量明細書，水道使用量明細書その他の空き家期間の確認をすることができる

もの 
(6) 補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる⾒積書（作成年月日，並びに施工業者

の名称，所在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(7) 空家等の全体及び補助事業部分の現況写真（申請日から２か月以内の撮影日のあるも

の） 
(8) 消費税仕入税額控除確認書 
(9) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 市⻑は，補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは，前項各号に規定す
る書類及び規則第５条第１項に掲げる各号の書類の添付を省略させることができる。 

（補助金の交付申請の制限） 
第９条 補助金の交付申請は，同一の補助対象空家等につき，1 回のみ⾏うことができるも

のとする。ただし，第３条第１項第３号の補助事業に係る補助金の交付は，同項第 1 号⼜
は第２号の補助事業に係る補助金の交付申請を妨げない。 

２ 同一の申請者が第１５条に定める補助金確定通知書の交付を受けるまで，重複して申
請を⾏うことはできない。 

（補助事業者の責務） 
第１０条 補助事業者は，補助事業を実施したときは，空家等⼜は空家等の跡地について適
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正な管理を⾏わなければならない。 
（補助金の交付決定の通知） 
第１１条 市⻑は，補助金交付の適否を決定したときは，その決定内容及び条件等を岡⼭市

空家等適正管理支援事業費（除却）補助金交付決定通知書（様式第２号）⼜は岡⼭市空家
等適正管理支援事業費（除却）補助金不交付決定通知書（様式第３号）により，申請者に
通知するものとする。 

（補助金の交付申請の変更⼜は中止） 
第１２条 補助事業者は，規則第１２条の規定による変更⼜は中止の申請を⾏うときは，岡

⼭市空家等適正管理支援事業費（除却）補助金交付変更申請書（様式第４号）に第８条第
２項各号に掲げる書類のうち市⻑が指示するものを添付し，市⻑に提出しなければなら
ない。ただし，市⻑が認めるときは，この限りでない。 

２ 市⻑は，前項の申請を審査し承認したときは，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（除
却）補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により，申請者に通知するものとする。 

（状況報告，着手及び完了届の免除） 
第１３条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着

手・完了届の提出は要しないものとする。 
（実績報告） 
第１４条 補助事業者は，補助事業の完了後速やかに，岡⼭市空家等適正管理支援事業費

（除却）補助金交付事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添付し，市⻑に提
出しなければならない。 
(1) 補助事業に要した経費の領収書及び明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の

名称，所在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるものに限る。） 
(3) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（除却）補助金交付決定通知書⼜は岡⼭市空家等

適正管理支援事業費（除却）補助金交付変更決定通知書の写し 
(4) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(5) 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律

第 104 号)）に基づく届出済証(ステッカー)の写し（一定規模以上の除却工事に限
る。） 

(6) 補助事業の実施に伴う廃棄物の処理に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和 45 年法律第 137 号）」に規定する産業廃棄物管理票の写し（E 票） 

(7) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 
２ 市⻑が必要と認める場合は，補助事業の状況について実地に調査を⾏うことができ
る。 
（補助金額の確定） 
第１５条 市⻑は，前条第 1 項の規定により実績報告を受けた場合において，その内容を

審査し適正と認めたときは，速やかに補助事業者に対して，岡⼭市空家等適正管理支援
事業費（除却）補助金確定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 
第１６条 規則第１９条第２項に規定する補助金の交付の請求は，岡⼭市空家等適正管理

支援事業費（除却）補助金請求書（様式第８号）に岡⼭市空家等適正管理支援事業費
（除却）補助金確定通知書の写しを添付し，市⻑に提出しなければならない。 

（代理受領） 
第１７条 補助事業者は，補助金の受領を，当該補助事業を施工した業者（以下「解体事業

者」という。）に委任する方法（以下「代理受領」という。）により⾏うことができる。 
２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者が，補助金交付申請をするときは，第
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８条に規定する書類に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援事業（除却）代理受領（予定・
変更）届出書（様式第９号）を添付して市⻑に提出しなければならない。なお，届け出た
解体事業者を変更する場合も本届出書を提出しなければならない。 

３ 代理受領の中止を⾏うときは，実績報告書を提出する前までに，岡⼭市空家等適正管理
支援事業（除却）代理受領予定届出取下書（様式第１０号）を市⻑に提出しなければなら
ない。 

４ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者が，補助事業が完了したと
きは，第１４条に規定する書類に代えて，次に掲げる書類を実績報告書に添付して市⻑に
報告しなければならない。 
(1) 補助事業に要した事業費の明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の名称，所

在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるものに限る。） 
(3) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（除却）補助金交付決定通知書⼜は岡⼭市空家等

適正管理支援事業費（除却）補助金交付変更決定通知書の写し 
(4) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(5) 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律

第 104 号)）に基づく届出済証(ステッカー)の写し（一定規模以上の除却工事に限
る。） 

(6) 補助事業の実施に伴う廃棄物の処理に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和 45 年法律第 137 号）」に規定する産業廃棄物管理票の写し（E 票） 

 (7) 補助事業に要した事業費の請求書に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の
写し 

 (8) 岡⼭市空家等適正管理支援事業（除却）内訳報告書（様式第１１号） 
(9) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

５ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者は，補助金の交付を請求す
るときは，第１６条で規定する補助金交付請求書に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援
事業（除却）代理受領に係る委任状（様式第１２号）を添付して市⻑に提出しなければ
ならない。 

（委任） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 
この要綱は，平成２９年４月２１日から施⾏する。 

附 則 
この要綱は，平成３０年５月１日から施⾏する。 

附 則 
この要綱は，令和３年４月１日から施⾏する。 

附 則 
この要綱は，令和６年４月１日から施⾏する。 
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９－２．岡山市空家等適正管理支援事業（地域活性除却）補助金交付要綱 
（趣旨） 
第１条 老朽化した空き家の円滑な除却を図るため，予算の範囲内において岡⼭市空家等

適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金（以下「補助金」という。）を交付するも
のとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡⼭市補助金等交付規則（昭
和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は，空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。），岡⼭市空家等の適切な管理の促進に
関する条例（平成２７年岡⼭市条例第８５号）及び規則において使用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 除却工事 空家等のうち建築物等の撤去に係る工事（門扉及び塀の撤去に係るものを

除く。）をいう。 
(2) 附帯工事 空家等のうち敷地に存する門扉，塀，立木等の撤去に係る工事をいう。 
(3) 応急措置 空家等について，地域の住⺠等に危害を及ぼす等の危険な状態を回避する

ために必要な措置をいう。 
(4) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き，建築関連業

務等を営む者をいう。ただし，⾒積書等を本市内の所在地で発⾏できる者に限る。 
(5) 地域活性化除却 地域の交流やにぎわいを活性化させることを目的として，跡地をポ

ケットパーク等の用途に供するために⾏う空家等の除却工事をいう。 
（補助事業） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次条に規定 す

る補助対象空家等について市内施工業者が施工する工事（補助金交付申請時に未契約で
あるもの）等で，次の各号のいずれかに該当するほか，跡地を地域の活性化に活用するも
のであること。 
(1) 除却工事を⾏うものであること。 
(2) 前号及び附帯工事を⾏うものであること。 

２ 前項の規定にかかわらず，公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事その他第 1 条
の趣旨に照らして市⻑が不適当と認めるものについては，補助事業としない。 

（補助対象空家等） 
第４条 補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」という。）は，次の各

号のいずれにも該当するものとする。 
(1) 市内に存するものであること。 
(2) 空家等の物的状態が，法第２２条第１６項の規定に基づき国土交通大臣が定めた管理

不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針
（ガイドライン）中，別紙１から別紙４に掲げる状態にあり，特定空家等に認定された
もの。ただし，法第２２条第２項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。 

（補助事業者） 
第５条 補助事業者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 申請日現在において，補助対象空家等の所有権を有する者（以下「所有者」という。），
第３条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾を得た者⼜はその他
市⻑が認めた者 

(2) 市税の滞納がない者であること。 
(3) 暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者を含



資-51 
 

む。）でないこと。 
（補助対象経費） 
第６条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次に掲げるものとする。ただし，
市，県及び国が⾏う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。 
(1) 除却工事に係る経費の実支出額 
(2) 附帯工事に係る経費の実支出額 

（補助金額） 
第７条 第３条第１項第１号⼜は第２号の補助事業に係る補助金額は，補助対象経費の合

計額に５分の４を乗じて得た額とし，２００万円を上限とする。ただし，過去に応急措置
に係る補助金の交付を受けている場合は，その金額を控除した額を上限とする。 

２ 前項によって得られた額に１，０００円未満の端数が⽣じるときは，これを切り捨てる
ものとする。 

（補助金の交付申請） 
第８条 補助金の交付申請は，この要綱に定める条項の適用を受けることについて同意し

た上で，補助事業着手前に岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金交
付申請書（様式第１号）を市⻑に提出して⾏わなければならない。ただし，申請書提出に
ついては，申請建築物が特定空家等に認定された後に，提出すること。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市⻑が必要と認める書類は，次のとおりと
する。 
(1) 補助金交付申請調書 
(2) 申請者の住⺠票の写し 
(3) 補助対象空家等の不動産登記事項証明書（建物） 

（所有権を証明できる書類） 
(4) 申請者の滞納無証明書 
(5) 電気使用量明細書，水道使用量明細書その他の空き家期間の確認をすることができる

もの 
(6) 補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる⾒積書（作成年月日，並びに施工業者

の名称，所在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(7) 空家等の全体及び補助事業部分の現況写真（申請日から２か月以内の撮影日のあるも

の） 
(8) 消費税仕入税額控除確認書 
(9) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 市⻑は，補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは，前項各号に規定す
る書類及び規則第５条第１項に掲げる各号の書類の添付を省略させることができる。 

（補助金の交付申請の制限） 
第９条 補助金の交付申請は，同一の補助対象空家等につき，1 回のみ⾏うことができるも

のとする。 
２ 同一の申請者が第１５条に定める補助金確定通知書の交付を受けるまで，重複して申

請を⾏うことはできない。 
（交付の条件） 
第１０条 市⻑は，規則第７条第２項の規定に基づき，補助金の交付に当たって，同条第１

項各号に定める事項のほか，次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 
(1) 除却後の跡地は，地域の活性化に１０年間活用すること。 
(2) 除却後の跡地の管理は，町内会やＮＰＯ法人⼜はこれに類する第三者が⾏うこと。 
(3) 補助金交付日から１０年間は，管理する者が毎年度当初に，活用状況についての報告
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書を提出すること。 
（補助金の交付決定の通知） 
第１１条 市⻑は，補助金交付の適否を決定したときは，その決定内容及び条件等を岡⼭市

空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金交付決定通知書（様式第２号）⼜は
岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金不交付決定通知書（様式第３
号）により，申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請の変更⼜は中止） 
第１２条 補助事業者は，規則第１２条の規定による変更⼜は中止の申請を⾏うときは，岡

⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金交付変更申請書（様式第４号）
に第８条第２項各号に掲げる書類のうち市⻑が指示するものを添付し，市⻑に提出しな
ければならない。ただし，市⻑が認めるときは，この限りでない。 

２ 市⻑は，前項の申請を審査し承認したときは，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地
域活性化除却）補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により，申請者に通知するも
のとする。 

（状況報告，着手及び完了届の免除） 
第１３条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着

手・完了届の提出は要しないものとする。 
（実績報告） 
第１４条 補助事業者は，補助事業の完了後速やかに，岡⼭市空家等適正管理支援事業費

（地域活性化除却）補助金交付事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添付し，
市⻑に提出しなければならない。 
(1) 補助事業に要した経費の領収書及び明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の

名称，所在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるもの） 
(3) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金交付決定通知書⼜は岡

⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金交付変更決定通知書の写し 
(4) 跡地の管理に係る契約書等 
(5) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(6) 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律

第 104 号)）に基づく届出済証(ステッカー)の写し（一定規模以上の除却工事に限
る。） 

(7) 補助事業の実施に伴う廃棄物の処理に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和 45 年法律第 137 号）」に規定する産業廃棄物管理票の写し（E 票） 

(8) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 
２ 市⻑が必要と認める場合は，補助事業の状況について実地に調査を⾏うことができ

る。 
（補助金額の確定） 
第１５条 市⻑は，前条第 1 項の規定により実績報告を受けた場合において，その内容を

審査し適正と認めたときは，速やかに補助事業者に対して，岡⼭市空家等適正管理支援
事業費（地域活性化除却）補助金確定通知書（様式第７号）により通知するものとす
る。 

（補助金の請求） 
第１６条 規則第１９条第２項に規定する補助金の交付の請求は，岡⼭市空家等適正管理

支援事業費（地域活性化除却）補助金請求書（様式第８号）に岡⼭市空家等適正管理支
援事業費（地域活性化除却）補助金確定通知書の写しを添付し，市⻑に提出しなければ
ならない。 
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（代理受領） 
第１７条 補助事業者は，補助金の受領を，当該補助事業を施工した業者（以下「解体事業

者」という。）に委任する方法（以下「代理受領」という。）により⾏うことができる。 
２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者が，補助金交付申請をするときは，第

８条に規定する書類に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援事業（地域活性化除却）代理受
領（予定・変更）届出書（様式第９号）を添付して市⻑に提出しなければならない。なお，
届け出た解体事業者を変更する場合も本届出書を提出しなければならない。 

３ 代理受領の中止を⾏うときは，実績報告書を提出する前までに，岡⼭市空家等適正管理
支援事業（地域活性化除却）代理受領予定届出取下書（様式第１０号）を市⻑に提出しな
ければならない。 

４ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者が，補助事業が完了したと
きは，第１４条に規定する書類に代えて，次に掲げる書類を実績報告書に添付して市⻑に
報告しなければならない。 
(1) 補助事業に要した事業費の明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の名称，所

在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工中及び施工後の写真（撮影日のあるものに限る。） 
(3) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金交付決定通知書⼜は岡

⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化除却）補助金交付変更決定通知書の写し 
(4) 跡地の管理に係る契約書等 
(5) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(6) 建設リサイクル法（建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成 12 年法律

第 104 号)）に基づく届出済証(ステッカー)の写し（一定規模以上の除却工事に限
る。） 

(7) 補助事業の実施に伴う廃棄物の処理に係る「廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和 45 年法律第 137 号）」に規定する産業廃棄物管理票の写し（E 票） 

 (8) 補助事業に要した事業費の請求書に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の
写し 

 (9) 岡⼭市空家等適正管理支援事業（地域活性化除却）内訳報告書（様式第１１号） 
(10) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

５ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者は，補助金の交付を請求す
るときは，第１６条で規定する補助金交付請求書に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援
事業（地域活性化除却）代理受領に係る委任状（様式第１２号）を添付して市⻑に提出
しなければならない。 

（委任） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，別に定める。 
 

附 則 
この要綱は，平成２９年４月２１日から施⾏する。 

附 則 
この要綱は，平成３０年５月１日から施⾏する。 

附 則 
この要綱は，令和３年４月１日から施⾏する。 

附 則 
この要綱は，令和６年４月１日から施⾏する。 
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９－３．岡山市空家等適正管理支援事業（リフォーム）補助金交付要綱 
（趣旨） 
第１条 空き家の再⽣活用の促進を図るため，予算の範囲内において岡⼭市空家等適正管

理支援事業費（リフォーム）補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし，そ
の交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡⼭市補助金等交付規則（昭和４８年
市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号），建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号），空家等対策の推
進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。），岡⼭市空家等
の適切な管理の促進に関する条例（平成２７年岡⼭市条例第８５号）及び規則において使
用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 住宅 一⼾建ての居住の用に供する建築物をいう。 
(2) 併用住宅 住宅のうち居住の用に供さない部分を有する建築物（延べ面積の 2 分の

１以上を居住の用に供するもの）をいう。 
(3) リフォーム工事 住宅機能の維持若しくは向上⼜は住宅内の居住環境の向上を図る

ために⾏う修繕，模様替え，一部改築，増築，減築等の工事で建築基準法その他の法令
に違反しないものをいう。 

(4) 耐震改修工事等 リフォーム工事のうち岡⼭市建築物耐震診断等事業補助金交付要
綱（平成２４年４月１日制定）第 3 条に規定する補助事業を実施して耐震診断，補強計
画及び補強計画後の耐震診断を⾏い，当該補強計画に基づき建築士が実施設計し，工事
監理を⾏って施工した改修工事⼜は岡⼭市木造住宅耐震改修等事業補助金交付要綱
（平成２４年４月１日制定）第２条第２項第８号の部分耐震改修工事もしくは同条同
項第１０号の耐震シェルター等設置工事（同要綱別表第３の番号７から１０までに限
る。以下同じ。）をいう。 

(5) バリアフリー改修工事 リフォーム工事のうち別表第１の左欄に掲げる工事で，それ
ぞれ同表の右欄に掲げる基準を満たすものをいう。 

(6) 省エネルギー改修工事 リフォーム工事のうち別表第２の左欄に掲げる工事で，それ
ぞれ同表の右欄に掲げる基準を満たすものをいう。 

(7) 附帯工事 家財道具等の搬出処分及び屋内外の清掃をいう。 
(8) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き，建築関連業

務等を営む者をいう。ただし，⾒積書等を本市内の所在地で発⾏できる者に限る。 
（補助事業） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次条に規定する

補助対象住宅について市内施工業者が施工する工事（補助金交付申請時に未契約であるも
の）で，次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし，併用住宅にあっては，居住
の用に供する部分に係る工事に限る。 
(1) 耐震改修工事等，バリアフリー改修工事⼜は省エネルギー改修工事のうち，いずれか 

を含むリフォーム工事を⾏うものであること。ただし，当該リフォーム工事に係る経 
費が５０万円以上のものに限る。 

 (2) 前号及び附帯工事を⾏うものであること。 
（補助対象住宅） 
第４条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は，次の各号の

いずれにも該当するものとする。 
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(1) 市内に存するものであること。 
(2) 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 

ア 建築の着工日が昭和５６年６月１日以降のものであること。 
イ 昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅のうち，補助事業が完了後，実績報 

告時に耐震診断結果を提出できるもの。 
(3) 居室，台所，水洗便所，浴室，洗面設備及び収納設備（以下「必須設備」という。）

を有するものであること。ただし，補助事業が完了するまでに，必須設備を有するもの
を含む。 

(4) 申請日現在において，次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。ただし，
法第２２条第２項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。 

 ア 法第２条第１項に規定する空家等の内，住宅であること。ただし，併用住宅にあっ
ては，居住の用に供さない部分についても利用されていないものに限る。 

 イ 岡⼭市空き家情報バンク（以下「空き家バンク」という。）に登録し，売買⼜は賃
貸するまでの間，継続して登録するものであり，補助事業者によって再度入居が⾏わ
れない住宅であること。 

（補助事業者） 
第５条 補助事業者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 申請日現在において，補助対象住宅の所有権を有する個人（以下「所有者」という。），
第 3 条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾をうけた賃借人等（個
人）⼜はその他市⻑が認めた者 

(2) 市税の滞納がない者であること。 
(3) 暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者を含
む。）でないこと。  

（補助金の交付の制限） 
第６条 補助金の交付回数は，同一の補助対象住宅について１回限りとし，同一の申請者が

第１５条に定める補助金確定通知書の交付を受けるまで，重複して申請を⾏うことはで
きない。 

２ 公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事その他市⻑が不適当と認めるものについ
ては，補助金の交付の対象としない。 

（補助対象経費） 
第７条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって   

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次に掲げるものとする。ただし，
市，県及び国が⾏う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。 
(4) リフォーム工事に係る経費の実支出額 
(5) 附帯工事に係る経費の実支出額。ただし，前号の５分の１の額を上限とする。 

２ 併用住宅において，屋根，外壁等建築物全体に係る工事で居住の用に供する部分とその
他の部分の工事の経費を分けることが困難なものについては，居住の用に供する部分の床
面積を建築物全体の床面積で除して得た値に，当該工事費の額を乗じて得た額を補助対象
経費とする。 

（補助金額） 
第８条 補助金額は，補助対象経費の合計額に３分の１を乗じて得た額とし，５０万円を上

限とする。 
２ 前項によって得られた額に１，０００円未満の端数が⽣じるときは，これを切り捨てる

ものとする。 
（補助金の交付申請） 
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第９条 補助金の交付申請は，補助事業着手前に岡⼭市空家等適正管理支援事業費（リフォ
ーム）補助金交付申請書（様式第１号）を市⻑に提出して⾏わなければならない。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市⻑が必要と認める書類は，次のとおりと
する。 
(1) 補助金交付申請調書 
(2) 申請者の住⺠票 
(3) 補助対象住宅の不動産登記事項証明書（建物）（所有権を証明できる書類） 
(4) 申請者の滞納無証明書 
(5) 第４条(4)アに該当する場合は，電気使用量明細書，水道使用量明細書その他の空き

家期間の確認をすることができるもの 
(6) 補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる⾒積書（作成年月日，並びに施工業者

の名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(7) 住宅全体及び補助事業部分の現況写真（申請日から２か月以内の撮影日のあるもの） 
(8) 補助事業を実施するに当たって建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申

請及び確認が必要な場合は，同法第６条⼜は第６条の２の規定による確認済証の写し 
(9) 耐震改修工事等（耐震シェルター等設置工事を除く。）を⾏う場合は，補強計画書の

診断評価書の写し 
(10) 消費税仕入税額控除確認書 
(11) 第４条(4)イに該当する場合は，岡⼭県空き家情報流通システムに補助対象住宅の情

報登録をしていることが分かる資料 
 (12) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 市⻑は，補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは，前項各号に規定す
る書類及び規則第５条第１項に掲げる各号の書類の添付を省略させることができる。 

（交付の条件） 
第１０条 市⻑は，規則第７条第２項の規定に基づき，補助金の交付に当たって，同条第１

項各号に定める事項のほか，次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 
(1) 補助事業を⾏った空き家を賃貸⼜は売却を⾏おうとする場合は，次のいずれかの措

置を講ずること。 
ア 空き家バンクに登録申請すること。 
イ 不動産業者と媒介契約を締結すること。 

    第４条(2)イに該当する場合は，耐震診断結果報告書の写しその他これに準ずるも
のを公表し，不動産業者等は，確認書を別途提出すること。 

    また，重要事項説明書等に，耐震診断結果報告書等を添付し，買主等に診断結果を
周知すること。 

  ウ その他市⻑が適当と認める措置を講ずること。 
 (2) 補助事業を⾏った空き家を賃貸⼜は売却を⾏わない場合は，自ら⼜は自らの親族等

が居住すること。 
（補助金の交付決定の通知） 
第１１条 市⻑は，補助金交付の適否を決定したときは，その決定内容及び条件等を岡⼭市

空家等適正管理支援事業費（リフォーム）補助金交付決定通知書（様式第２号）⼜は岡⼭
市空家等適正管理支援事業費（リフォーム）補助金不交付決定通知書（様式第３号）によ
り，申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請の変更⼜は中止） 
第１２条 補助事業者は，規則第１２条の規定による変更⼜は中止の申請を⾏うときは，岡

⼭市空家等適正管理支援事業費（リフォーム）補助金交付変更申請書（様式第４号）に第
９条第２項各号に掲げる書類のうち市⻑が指示するものを添付し，市⻑に提出しなけれ
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ばならない。ただし，市⻑が認めるときは，この限りでない。 
２ 市⻑は，前項の申請を審査し承認したときは，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（リ

フォーム）補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により，申請者に通知するものと
する。 

（状況報告，着手及び完了届の免除） 
第１３条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着

手・完了届の提出は要しないものとする。 
（実績報告） 
第１４条 補助事業者は，補助事業の完了後速やかに，岡⼭市空家等適正管理支援事業費

（リフォーム）補助金交付事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添付し，市
⻑に提出しなければならない。 
(1) 補助事業に要した経費の領収書及び明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の

名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるもの） 
(3) 建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な工事を実施し

た場合は，同法第７条⼜は第７条の２の規定による検査済証の写し  
(4) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（リフォーム）補助金交付決定通知書⼜は岡⼭市

空家等適正管理支援事業費（リフォーム）補助金交付変更決定通知書の写し 
(5) 第４条(2)イに該当する場合は，リフォーム後の耐震診断結果報告書の写しその他こ

れに準ずるもの 
(6) 耐震改修工事等⼜は省エネルギー改修工事（外壁，屋根・天井⼜は床の断熱改修工

事 
に限る。）を⾏った場合は，建築士による工事実績報告書（岡⼭市木造住宅耐震改修 
補助制度を利用する場合を除く。） 

(7) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(8) 第４条(4)イに該当する場合は，電気使用量明細書，水道使用量明細書その他の空き

家状態の確認をすることができるもの 
(9) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

２ 市⻑が必要と認める場合は，補助事業の状況について実地に調査を⾏うことができ
る。 
（補助金額の確定） 
第１５条 市⻑は，前条第 1 項の規定により実績報告を受けた場合において，その内容を

審査し適正と認めたときは，速やかに補助事業者に対して，岡⼭市空家等適正管理支援
事業費（リフォーム）補助金確定通知書（様式第７号）により通知するものとする。 

（補助金の請求） 
第１６条 規則第１９条第２項に規定する補助金の交付の請求は，岡⼭市空家等適正管理

支援事業費（リフォーム）補助金請求書（様式第８号）に岡⼭市空家等適正管理支援事
業費（リフォーム）補助金確定通知書の写しを添付し，市⻑に提出しなければならな
い。 

（代理受領） 
第１７条 補助事業者は，補助金の受領を，当該補助事業を施工した業者（以下「リフォー

ム事業者」という。）に委任する方法（以下「代理受領」という。）により⾏うことができ
る。 

２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者が，補助金交付申請をするときは，第
９条に規定する書類に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援事業（リフォーム）代理受領（予
定・変更）届出書（様式第９号）を添付して市⻑に提出しなければならない。なお，届け
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出たリフォーム事業者を変更する場合も本届出書を提出しなければならない。 
３ 代理受領の中止を⾏うときは，実績報告書を提出する前までに，岡⼭市空家等適正管理

支援事業（リフォーム）代理受領予定届出取下書（様式第１０号）を市⻑に提出しなけれ
ばならない。 

４ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者が，補助事業が完了したと
きは，第１４条に規定する書類に代えて，次に掲げる書類を実績報告書に添付して市⻑に
報告しなければならない。 
(1) 補助事業に要した事業費の明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の名称，所

在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるもの） 
(3) 建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な工事を実施し

た場合は，同法第７条⼜は第７条の２の規定による検査済証の写し  
(4) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（リフォーム）補助金交付決定通知書⼜は岡⼭市

空家等適正管理支援事業費（リフォーム）補助金交付変更決定通知書の写し 
(5) 第４条(2)イに該当する場合は，リフォーム後の耐震診断結果報告書の写しその他こ

れに準ずるもの 
(6) 耐震改修工事等⼜は省エネルギー改修工事（外壁，屋根・天井⼜は床の断熱改修工

事に限る。）を⾏った場合は，建築士による工事実績報告書（岡⼭市木造住宅耐震改
修補助制度を利用する場合を除く。） 

(7) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
 (8) 補助事業に要した事業費の請求書に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の 

写し 
 (9) 岡⼭市空家等適正管理支援事業（リフォーム）内訳報告書（様式第１１号） 
(10) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

５ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者は，補助金の交付を請求す
るときは，第１６条で規定する補助金交付請求書に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援
事業（リフォーム）代理受領に係る委任状（様式第１２号）を添付して市⻑に提出しな
ければならない。 

（委任） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市⻑が別に
定める。 
 
附則 

この要綱は，平成２９年４月２１日から施⾏する。 
附則 

この要綱は，平成３０年５月１日から施⾏する。 
附則 

この要綱は，令和３年４月１日から施⾏する。 
附則 

この要綱は，令和５年４月１日から施⾏する。 
附則 

この要綱は，令和６年４月１日から施⾏する。 
 
 
 
 



資-59 
 

別表第１（第２条関係） 
工事種別 基準 

手すりの設置 ３箇所以上に設置すること。 
段差解消 １室以上段差解消すること。 
廊下幅等の拡張 １箇所以上拡張すること。 
昇降機の設置 １基以上設置すること。 
トイレの改修 和式便器から洋式便器に変更するものであること。 

扉の変更 開き⼾から引き⼾若しくは折れ⼾に変更するもの⼜は扱いやすい取
手の扉へ取り替えるものであること。 

 
別表第２（第２条関
係）  

工事種別 基準 

窓の断熱改修 

改修後の窓が省エネ基準（平成１１年基準）に規定する断熱性
能に適合するように⾏う次のア），イ）⼜はウ）のうちのいず
れかの断熱改修工事であること。仕様例については参考①を参
照 
ア）ガラス寸法が０．８㎡以上のガラスを複層ガラスに交換す
る工事 
イ）内窓のサッシの枠外寸法が１．６㎡以上の内窓を設置する
工事 
ウ）外窓のサッシの枠外寸法が１．６㎡以上の外窓を交換する
工事 

外壁，屋根・天井⼜は
床の断熱改修 

改修後の外壁，屋根・天井⼜は床の部位のうちいずれかについ
て，表１に規定する断熱材（ノンフロンのものであって，ＪＩ
Ｓ Ａ９５０４，ＪＩＳ Ａ９５１１，ＪＩＳ Ａ９５２１，
ＪＩＳ Ａ９５２６，ＪＩＳ Ａ９５２３，ＪＩＳ Ａ９５０
５の認証を受けているもの⼜はそれと同等以上の性能を有する
ことが証明されているものに限る。）を用いる断熱改修工事で
あること。 

太陽光発電システム設
置 

太陽光発電普及拡大センターの補助金の対象となる設備を設置
する工事であること。 

太陽熱利用システム設
置 

ＪＩＳに適合したもの⼜は一般財団法人ベターリビングの優良
住宅部品（ＢＬ部品）認定を受けた設備を設置する工事である
こと。 

節水型トイレ設置 
ＪＩＳ Ａ５２０７の「節水Ⅱ型大便器」の認証を受けている
もの⼜はそれと同等以上の性能を有することが証明されている
節水型トイレを設置する工事であること。 

高断熱浴槽設置 
ＪＩＳ Ａ５５３２の「高断熱浴槽」の認証を受けているもの
⼜はそれと同等以上の性能を有することが証明されている高断
熱浴槽を設置する工事であること。 
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高効率給湯器設置 
CO2 冷媒ヒートポンプ給湯器，ガスエンジン給湯器，潜熱回収
型ガス給湯器⼜は潜熱回収型石油給湯器のいずれかを設置する
工事であること。 

燃料電池（エネファー
ム）設置 

一般社団法人燃料電池普及促進協会（ＦＣＡ）が補助対象に指
定している機器を設置する工事であること。 

家庭用定置型蓄電池設
置 

一般社団法人環境共創イニシアチブ（ＳＩＩ）が補助対象に指
定している機器を設置する工事であること。 

 
表１   （単位㎥） 

断熱材区分※１ 断熱材最低使用量 
外壁 屋根・天井 床※２ 

Ａ−１・Ａ−２ 
Ｂ・Ｃ ６．０ ６．０ ３．０ 

Ｄ・Ｅ・Ｆ ４．０ ３．５ ２．０ 
※１ 断熱材の各区分の内容については参考②を参照してください。 
※２ 基礎断熱の場合の最低使用量は，床の最低使用量に０．３を乗じた
値とします。 

 
参考① 

建具の種類⼜はその組合せ 代表的なガラスの組合せ例 
二重構造のガラス入り建具で，ガラ
ス中央部の熱貫流率が 4.00 以下であ
るもの 

ガラス単板入り建具の二重構造であるも
の 

一重構造のガラス入り建具で，ガラ
ス中央部の熱貫流率が 4.00 以下であ
るもの 

ガラス単板 2 枚使用（中間空気層 12 ミリ
メ 
ートル以上のもの）⼜は複層ガラス（空気 
層 6 ミリメートルのもの）入り建具である 
もの 

※ガラス中央部の熱貫流率は，日本工業規格Ｒ3107‐1998（板ガラス類の熱抵抗
及び建築における熱貫流率の算定方法）⼜は日本工業規格Ａ1420‐1999（建築用
構成材の断熱性測定方法）に定める測定方法によるものとします。 

 
参考② 
断熱材の各区分の内容 

断熱材区
分 

熱伝導率 
[Ｗ/（㎡・K）] 断熱材の種類の例 

A−1 0.052〜0.051 
・吹込み用グラスウール（施工密度 13K，18K） 
・タタミボード（15mm） 
・A 級インシュレーションボード（9mm） 
・シージングボード（9mm） 

A−2 0.050〜0.046 ・住宅用グラスウール断熱材 10K 相当 
・吹込み用ロックウール断熱材 25K 

B 0.045〜0.041 ・住宅用グラスウール断熱材 16K 相当 
・住宅用グラスウール断熱材 20K 相当 
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・A 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 4 号 
・A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 1 号 
・A 種ポリエチレンフォーム保温板 1 種 2 号 

C 0.040〜0.035 

・住宅用グラスウール断熱材 24K 相当 
・住宅用グラスウール断熱材 32K 相当 
・高性能グラスウール断熱材 16K 相当 
・高性能グラスウール断熱材 24K 相当 
・高性能グラスウール断熱材 32K 相当 
・吹込用グラスウール断熱材 30K，35K 相当 
・住宅用ロックウール断熱材（マット） 
・ロックウール断熱材（フェルト） 
・ロックウール断熱材（ボード） 
・A 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 1 号 
・A 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 2 号 
・A 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板 3 号 
・A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板 1 種 
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 3 
・A 種ポリエチレンフォーム保温板 2 種 
・A 種フェノールフォーム保温板 2 種 1 号 
・A 種フェノールフォーム保温板 3 種 1 号 
・A 種フェノールフォーム保温板 3 種 2 号 
・吹込用セルローズファイバー 25K 
・吹込用セルローズファイバー 45K，55K 
・吹込用ロックウール断熱材 65K 相当 

D 0.034〜0.029 

・高性能グラスウール断熱材 40K 相当 
・高性能グラスウール断熱材 48K 相当 
・A 種ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板特号 
・A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板 2 種 
・A 種硬質ウレタンフォーム保温板 1 種 
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 1 
・建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム A 種 2 
・A 種ポリエチレンフォーム保温板 3 種 
・A 種フェノールフォーム保温板 2 種 2 号 

E 0.028〜0.023 

・A 種押出法ポリスチレンフォーム保温板 3 種 
・A 種硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 1 号 
・A 種硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 2 号 
・A 種硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 3 号 
・A 種硬質ウレタンフォーム保温板 2 種 4 号 
・A 種フェノールフォーム保温板 2 種 3 号 

F 0.022 以上 ・A 種フェノールフォーム保温板 1 種 1 号 
・A 種フェノールフォーム保温板 1 種 2 号 

 
  



資-62 
 

９－４．岡山市空家等適正管理支援事業（地域活性リフォーム）補助金交付要綱 
（趣旨） 
第１条 空き家の再⽣活用の促進を図るため，予算の範囲内において岡⼭市空家等適正管

理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金（以下「補助金」という。）を交付する
ものとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡⼭市補助金等交付規則
（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号），建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号），空家等対策の推
進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。），岡⼭市空家等
の適切な管理の促進に関する条例（平成２７年岡⼭市条例第８５号）及び規則において使
用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 住宅等 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の建築物をいう。 
(2) リフォーム工事 住宅等機能の維持若しくは向上⼜は住宅等内の居住環境の向上を
図るために⾏う修繕，模様替え，一部改築，増築，減築等の工事で建築基準法その他の法
令に違反しないものをいう。 
(3) 附帯工事 家財道具等の搬出処分及び屋内外の清掃をいう。 
(4) 市内施工業者 本市内に本社・本店・支店・営業所等の活動拠点を置き，建築関連業
務等を営む者をいう。ただし，⾒積書等を本市内の所在地で発⾏できる者に限る。 
(5) 地域活性化リフォーム等 地域の交流やにぎわいの活性化を目的として，空き家を，
滞在体験施設，交流施設，体験学習施設，創作活動施設等の用途に供するために⾏うリフ
ォーム工事等をいう。 

（補助事業） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次条に規定する

補助対象住宅等について市内施工業者が施工する工事（補助金交付申請時に未契約であ
るもの）で，当該リフォーム等に係る経費が５０万円以上のものに限る。 

２ 前項の規定にかかわらず，公共工事の施工に伴う補償の対象となる工事その他第１条
の趣旨に照らして市⻑が不適当と認めるものについては，補助事業としない。 

（補助対象住宅等） 
第４条 補助金の交付の対象となる住宅等（以下「補助対象住宅等」という。）は，次の各

号のいずれにも該当するものとする。 
(1) 市内に存するものであること。 
(2) 次に掲げる要件のいずれかを満たすものであること。 

ア 建築の着工日が昭和５６年６月１日以降のものであること。 
イ 昭和５６年５月３１日以前に着工された住宅等のうち，補助事業が完了後，実績報

告時に耐震診断結果を提出できるもの。 
(3) 申請日現在において，法第 2 条第 1 項に規定する空家等の内，住宅等であること。た
だし，法第２２条第２項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。 

（補助事業者） 
第５条 補助事業者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 申請日現在において，補助対象住宅等の所有権を有する者（以下「所有者」という。），
第 3 条に規定する補助事業を実施することについて所有者の承諾をうけた賃借人等⼜は
その他市⻑が認めた者 
(2) 市税の滞納がない者であること。 
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(3) 暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第
６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者を含む。）
でないこと。 

（補助対象経費） 
第６条 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって

対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，次に掲げるものとする。ただし，
市，県及び国が⾏う他の補助制度の対象となる工事に係る経費を除く。 
(6) リフォーム工事に係る経費の実支出額 
(7) 附帯工事に係る経費の実支出額。ただし，前号の５分の１の額を上限とする。 
(8) 住宅等の取得（用地費を除く）経費 

（補助金額） 
第７条 補助金額は，補助対象経費の合計額に３分の２を乗じて得た額とし，１５０万円を

上限とする。 
２ 前項によって得られた額に１，０００円未満の端数が⽣じるときは，これを切り捨てる

ものとする。 
（補助金の交付申請） 
第８条 補助金の交付申請は，補助事業着手前に岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活

性化リフォーム等）補助金交付申請書（様式第１号）を市⻑に提出して⾏わなければなら
ない。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市⻑が必要と認める書類は，次のとおりと
する。 
(1) 補助金交付申請調書 
(2) 申請者の住⺠票 
(3) 補助対象住宅等の不動産登記事項証明書（建物） 

（所有権を証明できる書類） 
(4) 申請者の滞納無証明書 
(5) 電気使用量明細書，水道使用量明細書その他の空き家期間の確認をすることができる
もの 
(6) 補助事業の施工場所及び施工内容が特定できる⾒積書（作成年月日，並びに施工業者
の名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(7) 住宅等全体及び補助事業部分の現況写真（申請日から２か月以内の撮影日のあるもの） 
(8) 補助事業を実施するに当たって建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申
請及び確認が必要な場合は，同法第６条⼜は第６条の２の規定による確認済証の写し 
(9) 消費税仕入税額控除確認書 
(10) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 市⻑は，補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは，前項各号に規定す
る書類及び規則第５条第１項に掲げる各号の書類の添付を省略させることができる。 

（補助金の交付申請の制限） 
第９条 補助金の交付回数は，同一の補助対象住宅等について１回限りとし，同一の申請者

が第１５条に定める補助金確定通知書の交付を受けるまで，重複して申請を⾏うことは
できない。 

（交付の条件） 
第１０条 市⻑は，規則第７条第２項の規定に基づき，補助金の交付に当たって，同条第１

項各号に定める事項のほか，次に掲げる事項につき条件を付するものとする。 
(1) リフォーム後の住宅等は，地域の活性化に１０年間活用すること。 

 (2) リフォーム後の住宅等の管理は，町内会やＮＰＯ法人⼜はこれに類する第三者が⾏う
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こと。 
(3) 補助金交付日から１０年間は，管理する者が毎年度当初に，活用状況についての報
告書を提出すること。 

（補助金の交付決定の通知） 
第１１条 市⻑は，補助金交付の適否を決定したときは，その決定内容及び条件等を岡⼭市

空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付決定通知書（様式第２
号）⼜は岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金不交付決定
通知書（様式第３号）により，申請者に通知するものとする。 

（補助金の交付申請の変更⼜は中止） 
第１２条 補助事業者は，規則第１２条の規定による変更⼜は中止の申請を⾏うときは，岡

⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付変更申請書（様式
第４号）に第８条第２項各号に掲げる書類のうち市⻑が指示するものを添付し，市⻑に提
出しなければならない。ただし，市⻑が認めるときは，この限りでない。 

２ 市⻑は，前項の申請を審査し承認したときは，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地
域活性化リフォーム等）補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により，申請者に通
知するものとする。 

（状況報告，着手及び完了届の免除） 
第１３条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着

手・完了届の提出は要しないものとする。 
（実績報告） 
第１４条 補助事業者は，補助事業の完了後速やかに，岡⼭市空家等適正管理支援事業費

（地域活性化リフォーム等）補助金交付事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類
を添付し，市⻑に提出しなければならない。 
(1) 補助事業に要した経費の領収書及び明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の
名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるもの） 
(3) 建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な工事を実施し
た場合は，同法第７条⼜は第７条の２の規定による検査済証の写し  
(4) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付決定通知
書⼜は岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付変更決
定通知書の写し 
(5) 第４条(2)イに該当する場合は，リフォーム後の耐震診断結果報告書の写しその他こ
れに準ずるもの 
(6) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(7) リフォーム後の住宅等の管理に係る契約書等 
(8) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

２ 市⻑が必要と認める場合は，補助事業の状況について実地に調査を⾏うことができ
る。 
（補助金額の確定） 
第１５条 市⻑は，前条第 1 項の規定により実績報告を受けた場合において，その内容を

審査し適正と認めたときは，速やかに補助事業者に対して，岡⼭市空家等適正管理支援
事業費（地域活性化リフォーム等）補助金確定通知書（様式第７号）により通知するも
のとする。 

（補助金の請求） 
第１６条 規則第１９条第２項に規定する補助金の交付の請求は，岡⼭市空家等適正管理

支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金請求書（様式第８号）に岡⼭市空家等適
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正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金確定通知書の写しを添付し，市⻑
に提出しなければならない。 

（代理受領） 
第１７条 補助事業者は，補助金の受領を，当該補助事業を施工した業者（以下「リフォー

ム事業者」という。）に委任する方法（以下「代理受領」という。）により⾏うことができ
る。 

２ 代理受領により補助金の交付を受けようとする者が，補助金交付申請をするときは，第
８条に規定する書類に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援事業（地域活性化リフォーム）
代理受領（予定・変更）届出書（様式第９号）を添付して市⻑に提出しなければならない。
なお，届け出たリフォーム事業者を変更する場合も本届出書を提出しなければならない。 

３ 代理受領の中止を⾏うときは，実績報告書を提出する前までに，岡⼭市空家等適正管理
支援事業（地域活性化リフォーム）代理受領予定届出取下書（様式第１０号）を市⻑に提
出しなければならない。 

４ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者が，補助事業が完了したと
きは，第１４条に規定する書類に代えて，次に掲げる書類を実績報告書に添付して市⻑に
報告しなければならない。 
(1) 補助事業に要した事業費の明細書の写し（作成年月日，並びに施工業者の名称，所
在地の記載及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の施工前，施工中及び施工後の写真（撮影日のあるもの） 
(3) 建築基準法の規定により建築物の建築等に関する申請及び確認が必要な工事を実施し
た場合は，同法第７条⼜は第７条の２の規定による検査済証の写し  
(4) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付決定通知
書⼜は岡⼭市空家等適正管理支援事業費（地域活性化リフォーム等）補助金交付変更決
定通知書の写し 
(5) 第４条(2)イに該当する場合は，リフォーム後の耐震診断結果報告書の写しその他こ
れに準ずるもの 
(6) 工事請負契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 

 (7) 補助事業に要した事業費の請求書に係る額から補助金額を差し引いた額の領収書の
写し 

 (8) 岡⼭市空家等適正管理支援事業（地域活性化リフォーム等）内訳報告書（様式第１１
号） 
(9) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

５ 代理受領により補助金の交付を受けようとする補助事業者は，補助金の交付を請求す
るときは，第１６条で規定する補助金交付請求書に加えて，岡⼭市空家等適正管理支援
事業（地域活性化リフォーム等）代理受領に係る委任状（様式第１２号）を添付して市
⻑に提出しなければならない。 

（委任） 
第１８条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市⻑が別に
定める。 
 
附則 

この要綱は，平成２９年４月２１日から施⾏する。 
附則 

この要綱は，平成３０年５月１日から施⾏する。 
附則 

この要綱は，令和３年４月１日から施⾏する。 
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附則 
この要綱は，令和６年４月１日から施⾏する。 
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９－５．岡山市空家等適正管理支援事業（空き家診断）補助金交付要綱 
（趣旨） 
第１条 空き家の活用を図るため，空き家診断を実施する所有者に対し，予算の範囲内に

おいて岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診断）補助金（以下「補助金」とい
う。）を交付するものとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡⼭
市補助金等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めると
ころによる。 

（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は，空家等対策の推進に関する特別措置法

（平成２６年法律第１２７号。以下「法」という。），岡⼭市空家等の適切な管理の促進
に関する条例（平成２７年岡⼭市条例第８５号）及び規則において使用する用語の例に
よる。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定めるとこ
ろによる。 
(1) 住宅 一⼾建ての木造住宅（店舗等の用途を兼ねるもの（ただし，店舗等の用に供
する部分の床面積が延べ床面積の２分の１未満のものに限る。）を含む。）をいう。 
(2) 空き家診断 空き家の耐震性及び劣化性を把握するために⾏う耐震診断等及び劣化
診断をいう。ただし，空き家の用途変更に伴うものを除く。 

ア 耐震診断等 次に掲げるものをいう。 
(ｱ) 次に掲げる方法に基づき⾏う既存住宅の耐震診断及びこれに付随する調査等 
ａ岡⼭県木造住宅耐震診断マニュアルに掲げる一般診断法⼜は精密診断法 
ｂ「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項

に係る認定について」（平成１７年７月５日付け国住指第９０２号）別添認定
の表に規定する耐震診断の方法 

(ｲ) 既存設計図書（構造計算書等）の内容確認及び現地調査 
(ｳ) 構造計算の再計算及び現地調査 
(ｴ) 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号）第５条の

住宅性能評価（「構造躯体の倒壊等防止」に係る耐震等級の項目を含むものに
限る。以下「住宅性能評価」という。） 

イ 劣化診断 「既存住宅インスペクション・ガイドライン」（平成２５年６月国土
交通省策定）に則して⾏う既存住宅現況検査及びこれに付随する調査等をいう。 

（補助事業） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，空き家の耐震

診断等及び劣化診断を実施する事業とし，その種別は，別表に掲げるとおりとする。た
だし，昭和５６年６月１日以降に着工されたものについては，劣化診断のみとする。 

２ 前項の場合において，一般社団法人岡⼭県建築士事務所協会（以下「協会」とい
う。）に補助事業の実施を委託しなければならない。ただし，住宅性能評価にあって
は，この限りでない。 

（診断の実施） 
第４条 耐震診断等及び劣化診断は，協会に属する建築士のうち，岡⼭県木造住宅耐震診

断員認定要綱第３条の規定により岡⼭県知事の登録を受けた木造住宅耐震診断員が⾏わ
なければならない。ただし，住宅性能評価にあっては，この限りでない。 

（評価） 
第５条 耐震診断等は，その結果について岡⼭県知事が指定する耐震診断評価機関の評価

を受けたものでなければならない。ただし，住宅性能評価にあっては，この限りでな
い。 
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（補助対象住宅） 
第６条 補助金の交付の対象となる住宅（以下「補助対象住宅」という。）は，別表補助

事業の種別の欄に掲げる区分に応じ，補助対象住宅の欄に掲げる要件のいずれも満たす
住宅とする。なお，法第２２条第２項の規定に基づき勧告された特定空家等は除く。 

（補助事業者） 
第７条 この要綱による補助金の交付を受けることができる者（以下「補助事業者」とい

う。）は，原則として空き家診断を⾏う補助対象住宅の所有者とする。 
２ 前項の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する者は，補助事業者としな

い。 
(1) 市税を完納していない者 
(2) 規則第２０条第１項各号に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け，当
該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して２年を経過していない者 
(3) 暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していないものを
含む。） 
（補助金の交付の制限） 

第８条 補助金の交付回数は，同一の補助対象建築物につき１回までとする。 
（補助対象経費） 
第９条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，別表補助

事業の種別の欄に掲げる区分に応じ，同表補助対象経費の欄に掲げるものとする。 
２ 補助対象経費に消費税及び地方消費税が含まれる場合にあっては，消費税仕入控除税

額を控除するものとする。 
（補助金額） 
第１０条 補助金額は，別表補助事業の種別の欄に掲げる区分に応じ，同表補助対象経費

の欄に定める補助対象経費の合計額に同表補助率の欄に定める補助率を乗じて得た額
で，同表補助金交付限度額の欄に定めた額を上限とする。 

２ 前項の規定により算出した額に，１，０００円未満の端数が⽣じた場合は，これを切
り捨てるものとする。 

（交付申請） 
第１１条 補助事業者は，この要綱に定める条項の適用を受けることについて同意したう

えで，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診断）補助金交付申請書（様式第１
号）を市⻑に提出して⾏わなければならない。 

２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市⻑が必要と認める書類は，次のとおりと
する。 

(1) 申請住宅の不動産登記事項証明書等住宅の所有者を確認できるもの 
(2) 申請住宅の建築確認済証・検査済証の写しその他建築の工事着手時期が推測できる
もの 
(3) 申請住宅の付近⾒取図 
(4) 申請住宅の外観写真（２面以上） 
(5) 申請者の住⺠票（原本） 
(6) 申請者の滞納無証明書（原本） 
(7) 電気使用量明細書，水道使用量明細書その他空き家の期間の確認をすることができ
るもの 
(8) 精密診断法による事業の場合は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診断） 
事業計画書（様式第２号） 
(9) 精密診断法による事業の場合は，⾒積書及び⾒積内訳書の写し 
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(10) 申請住宅の所有者が法人である場合は，当該法人の法人登記謄本 
(11) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 規則第５条第２項の規定により，同条第１項第１号から第４号までの書類の添付は要
しない 

（交付決定通知） 
第１２条 規則第８条の規定による通知は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診

断）補助金交付決定通知書（様式第３号）により⾏うものとする。 
（計画変更等の承認） 
第１３条 規則第１２条の規定による計画変更等の申請は，次の各号に掲げる変更等の区

分に応じ，当該各号に掲げる書類を市⻑に提出して⾏わなければならない。 
(1) 補助金の交付決定額に変更が⽣じるとき 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き
家診断）補助金交付変更申請書（様式第４号） 
(2) 補助事業を中止し，⼜は廃止しようとするとき 岡⼭市空家等適正管理支援事業費
（空き家診断）補助事業中止（廃止）承認申請書（様式第５号） 

２ 市⻑は，前項の申請の承認に際し，必要に応じて条件を付し，⼜は変更することがで
きる。 

３ 規則第１２条の承認は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診断）補助金交付
決定変更通知書（様式第６号）⼜は岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診断）中
止（廃止）承認通知書（様式第７号）を補助事業者に通知することにより⾏うものとす
る。 

（着手届及び完了届） 
第１４条 規則第１５条に規定する着手届は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家

診断）着手届（様式第８号）に契約書の写しを添付して市⻑に提出しなければならな
い。ただし，一般診断法による耐震診断及び劣化診断事業にあっては，着手届の提出は
要しない。 

２ 規則１５条に規定する完了届の提出は要しない。 
（実績報告） 
第１５条 補助事業者は，補助事業が完了したときは，その完了した日から起算して２０

日以内に，⼜は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときのいずれか早い期日
までに，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診断）実績報告書（様式第９号）に
それぞれの事業に応じて次の各項に掲げる書類を添えて，市⻑に報告しなければならな
い。 
２ 耐震診断等事業は次のとおりとする。ただし，一般診断法の耐震診断による事業に

あっては，次に掲げる第３号及び第４号の書類の添付は要しない。 
(1) 耐震診断等の報告書 
(2) 耐震診断評価機関による評価書の写し（住宅性能評価による耐震診断等を除
く。） 
(3) 精密診断法による事業の場合は，事業実績明細書（様式第１０号） 
(4) 領収書の写し 
(5) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 劣化診断事業は次のとおりとする。 
(1) 劣化診断の報告書 
(2) その他市⻑が必要と認めるもの 

（補助金の額の確定） 
第１６条 規則第１７条に規定する通知は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空き家診

断）補助金交付額確定通知書（様式第１１号）により⾏うものとする。 
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（補助金の交付） 
第１７条 規則第１９条第２項に規定する請求は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（空

き家診断）補助金交付請求書（様式第１２号）を市⻑に提出して⾏わなければならな
い。 

（取引上の報告） 
第１８条 本事業を完了した者は，当該住宅を譲渡しようとするとき，貸与していると

き，⼜は貸与しようとするときは，譲受人⼜は貸借人に，空き家診断の結果を報告しな
ければならない。 

（その他） 
第１９条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の施⾏に関し必要な事項は，別に定め

る。 
 
附 則 

この要綱は，平成２８年６月１日から施⾏する。 
附 則 

この要綱は，平成３０年５月１日から施⾏する。 
附 則 

この要綱は，令和２年２月１日から施⾏する。 
附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施⾏する。 
附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施⾏する。 
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別表（第３条，第６条，第９条，第１０条関係） 
補
助
事
業
の
種
別 

補助対象住宅 補助対象経費 補助率 補助金交付限度額 

空
き
家
耐
震
診
断
等
事
業 

(1)市内に存する住
宅で，法第2条第1項
に規定する空家等で
あること。 
(2)昭和56年5月31日
以前に着工された一
⼾建ての住宅である
こと。 
(3)構造が次に掲げ
る工法以外であるこ
と。 
ｱ 丸太組工法 
ｲ 建築基準法の一
部を改正する法律
（平成10年法律第
100号）第3条の規定
による改正前の建築
基準法（昭和25年法
律第201号）第38条
の規定に基づく認定
工法 
(4)地上階数が2以下
のものであること。 

次に掲げる経費の合
計額とする。ただ
し，136千円／⼾を上
限とする。 
(1)第2条第2項第2号ｱ
の耐震診断等に係る
経費 
ただし，(ｱ)ａに係る
ものは，岡⼭県木造
住宅耐震診断マニュ
アルに掲げる一般診
断法⼜は精密診断法
によるものに限り，
(ｴ)に係るものは，住
宅性能評価に係る費
用相当分に限る。 
(2)第5条の評価に係
る経費 

２／３ 
ただし，
一般診断
法の耐震
診断によ
る事業は
除く。 

(1)一般診断法の耐震
診断による事業のう
ち，補助対象建築物
の延べ面積が200㎡以
下のものにあって
は，60千円，延べ面
積が200㎡を超えるも
のにあっては，68千
円を上限とする。 
 (2)精密診断法等によ
る事業にあっては，
88千円を上限とす
る。 

空
き
家
劣
化
診
断
事
業 

同上。ただし，
(2)，(3)を除く。 

第2条第2項第2号ｲの
劣化診断に係る費用
とする。ただし，63.1
千円／⼾を上限とす
る。 

 ６０千円を上限とす
る。 
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９－６．岡山市空家等適正管理支援事業（家財等処分）補助金交付要綱 
（趣旨） 
第１条 岡⼭市空き家情報バンクを通じて空き家の利活用促進を図るため，予算の範囲内

において岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家財等処分）補助金（以下「補助金」という。）
を交付するものとし，その交付に関しては，この要綱に定めるもののほか，岡⼭市補助金
等交付規則（昭和４８年市規則第１６号。以下「規則」という。）に定めるところによる。 

（定義） 
第２条 この要綱において使用する用語の意義は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１

号），空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号）及び岡⼭市空
家等の適切な管理の促進に関する条例（平成２７年市条例第８５号）及び規則において使
用する用語の例による。 

２ この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによ
る。 
(1) 家財等 家具，寝具その他の⽣活に供する物品で，廃棄物の処理及び清掃に関する法

律（昭和４５年法律第１３７号）に規定する一般廃棄物をいう。ただし，特定家庭用機
器再商品化法施⾏令（平成１０年政令第３７８号）第１条に規定する機械器具を除く。 

 (2) 市内収集運搬業者 本市内に本社，本店，支店，営業所等の活動拠点を置き，岡⼭市
⻑の許可を受けている一般廃棄物収集運搬業者をいう。ただし，⾒積書等を本市内の所
在地で発⾏できる者に限る。 

（補助事業） 
第３条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）は，次条に規定する

補助対象空家等について市内収集運搬業者が家財等の処分及び搬出を⾏うものとする。
ただし，第９条に規定する補助金の交付申請の際，市内収集運搬業者との間で処分⼜は搬
出に係る契約（以下「処分・搬出契約」という。）を締結していないものに限る。 

（補助対象空家等） 
第４条 補助金の交付の対象となる空家等（以下「補助対象空家等」という。）は，岡⼭市

空き家情報バンク（以下「空き家バンク」という。）に登録し，売買⼜は賃貸するまでの
間，継続して２年以上空き家バンクに登録するものとする。 

（補助事業者） 
第５条 補助事業者は，次の各号のいずれにも該当する者とする。 

(1) 申請日現在において，空き家バンクに登録している個人（以下「所有者」という。）。
なお，直近まで空き家バンクに登録し，空き家バンクを通じて売買契約⼜は賃貸借契約
を締結し，所有権移転日⼜は建物の引渡し日が申請日以降の空家等を含む。 

(2) 市税の滞納がない者であること。 
(3) 暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

６号に規定する暴力団員（暴力団員でなくなった日から５年を経過していない者を含
む。）でないこと。  

（補助金の交付の制限） 
第６条 補助金の交付回数は，同一の補助対象空家等について１回限りとし，同一の申請者

が第１４条に定める補助金確定通知書の交付を受けるまで，重複して申請を⾏うことは
できない。 

２ 補助事業の実施に際し支出される経費のうち，補助金の交付額の算定に当たって   
対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，補助対象空家等の家財等の処分及
び搬出に要する経費とする。ただし，市，県及び国が⾏う他の補助制度の対象となる工事
に係る経費を除く。 

（補助金額） 
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第７条 補助金額は，補助対象経費の合計額に２分の１を乗じて得た額とし，２０万円を上
限とする。 

２ 前項によって得られた額に１，０００円未満の端数が⽣じるときは，これを切り捨てる
ものとする。 

（事前協議） 
第８条 補助金の交付を受けようとする所有者（以下「申請者」という。）は，次条第２項

に規定する書類を持参し，あらかじめ市⻑と協議しなければならない。ただし，市⻑がそ
の必要がないと認めるときはこの限りではない。 

（補助金の交付申請） 
第９条 補助金の交付申請は，補助事業着手前に岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家財等

処分）補助金交付申請書（様式第１号）を市⻑に提出して⾏わなければならない。 
２ 規則第５条第１項第５号に規定するその他市⻑が必要と認める書類は，次のとおりと

する。 
(1) 補助金交付申請調書 
(2) 申請者の住⺠票 
(3) 宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６号）第３４条の２第１項に規定する媒介

契約書の写し 
(4) 岡⼭県空き家情報流通システムに補助対象空家等の情報登録をしていることが分か

る資料 
(5) 申請者の滞納無証明書 
(6) 補助対象空家等の所在地及び補助事業の内容が特定できる⾒積書（作成年月日，並び

に収集運搬業者の名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(7) 補助事業部分の現況写真（申請日から２か月以内の撮影日のあるもの） 
(8) 申請日現在において，売買契約を締結している場合は，所有権移転日が申請日以降で

あることが分かる売買契約書の写し 
(9) 申請日現在において，賃貸借契約を締結している場合は，建物の引渡し日が申請日以

降であることが分かる賃貸借契約書の写し 
(10) その他市⻑が必要と認めるもの 

３ 市⻑は，補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは，前項各号に規定す
る書類の添付を省略させることができる。 

（補助金の交付決定の通知） 
第１０条 規則第８条の規定による通知は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家財等処分）

補助金交付決定通知書（様式第２号）により⾏うものとする。 
２ 市⻑は，補助金を交付しないことと決定したときは，岡⼭市空家等適正管理支援事業費

（家財等処分）補助金不交付決定通知書（様式第３号）により，申請者に通知するものと
する。 

（補助金の交付申請の変更⼜は中止） 
第１１条 補助事業者は，規則第１２条の規定による変更⼜は中止の申請を⾏うときは，岡

⼭市空家等適正管理支援事業費（家財等処分）補助金交付変更申請書（様式第４号）に第
９条第２項各号に掲げる書類のうち市⻑が必要と認めるものを添付し，市⻑に提出しな
ければならない。 

２ 市⻑は，前項の申請を審査し承認したときは，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家
財等処分）補助金交付変更決定通知書（様式第５号）により，補助事業者に通知するも
のとする。 

（状況報告，着手及び完了届の免除） 
第１２条 規則第１３条に規定する状況報告及び規則第１５条に規定する補助事業等着
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手・完了届の提出は要しないものとする。 
（実績報告） 
第１３条 規則第１６条の規定による報告は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家財等処

分）補助金交付事業実績報告書（様式第６号）に次に掲げる書類を添付し，市⻑に提出し
なければならない。 
(1) 補助事業に要した経費の領収書及び明細書の写し（作成年月日，並びに収集運搬業

者の名称，所在地及び押印のあるものに限る。） 
(2) 補助事業を⾏った部分の着手前及び完了後の写真（撮影日のあるもの） 
(3) 岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家財等処分）補助金交付決定通知書⼜は岡⼭市

空家等適正管理支援事業費（家財等処分）補助金交付変更決定通知書の写し 
(4) 処分・搬出契約書の写し（契約日は，補助金交付決定日以降の日付であるもの） 
(5) 前各号に掲げるもののほか，市⻑が必要と認めるもの 

２ 市⻑が必要と認める場合は，補助事業の状況について実地に調査を⾏うことができ
る。 
（補助金額の確定） 
第１４条 規則第１７条の規定による通知は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家財等

処分）補助金確定通知書（様式第７号）により⾏うものとする。 
（補助金の請求） 
第１５条 規則第１９条第２項の規定による請求は，岡⼭市空家等適正管理支援事業費

（家財等処分）補助金請求書（様式第８号）に岡⼭市空家等適正管理支援事業費（家財
等処分）補助金確定通知書の写しを添付し，⾏わなければならない。 

（委任） 
第１６条 この要綱に定めるもののほか，この要綱の実施に関し必要な事項は，市⻑が別に
定める。 
 
附 則 

この要綱は，令和５年４月１日から施⾏する。 
附 則 

この要綱は，令和６年４月１日から施⾏する。 
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１０．岡山市空き家情報バンク制度要綱 
１ 目的 
  岡⼭県空き家情報流通システム運営要綱に基づき、市内外における高齢者や子育て世

帯はもとより入居を希望する者に対し、本市に所在する空き家情報を発信することによ
り、空き家の流通促進を図ることで居住支援の充実及び定住促進を図る。 

２ 空き家の定義 
  この要綱において、空き家とは、次の要件のすべてを満たす家屋とする。 
  ア 岡⼭市内に所在する家屋 
  イ 当該家屋を売買⼜は賃貸する（以下「売買等」という。）権限を有する者（以下

「所有者等」という。）の同意を得て岡⼭市が情報提供を⾏うものであること。 
  ウ 専属専任媒介契約、専任媒介契約及び一般媒介契約のいずれの契約も締結してい

ない家屋 
３ 運用上の注意 
  この要綱は、岡⼭市空き家情報バンク制度（以下「空き家バンク」という。）以外に

よる物件の取引を制限するものではない。 
４ 物件の掘り起こし及び登録 
  （１）物件の掘り起こし 
    岡⼭市は、広報紙への掲載等により空き家候補物件の掘り起こしを積極的に⾏

う。また、所有者等に対し、次の内容について説明し、空き家の売買等のための情
報をホームページ等へ登録することについて同意を得るものとする。 

    ア 空き家取り扱いの流れ 
    イ 媒介契約の概要 
    ウ 下⾒会の実施 
    エ 空き家の物件調査の実施 
    オ 岡⼭市ホームページ等への空き家情報の掲載 
    カ 岡⼭市が有する空き家に関する情報の利用 
  （２）物件の登録 
    ア 物件登録を希望する所有者等（以下「登録希望者」という。）は、岡⼭市に

岡⼭市空き家情報登録申請書（様式第１号）及び承諾書（様式第２号）を提出
する。 

      岡⼭市は、登録申請書の提出があったときは、その内容を確認の上、適当で
あると認めたときは、公益社団法人岡⼭県宅地建物取引業協会及び一般社団法
人岡⼭県不動産協会で構成される一般社団法人岡⼭県不動産サポートセンター
（以下「サポートセンター」という。）に、住まいる岡⼭のシステムを利用し
て当該物件を取り扱う業者の募集を依頼するとともに、当該物件に関する情報
を送付する。 

    イ 岡⼭市は、空き家バンクに登録していない物件で、空き家バンクによること
が適当と認められるものは、当該所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧
めることができる。 

  （３）登録事項の変更 
     登録希望者及び登録者（以下「物件提供者」という。）は、当該登録事項に変

更があったときは、遅滞なくその旨を岡⼭市に届け出なければならない。 
  （４）登録の抹消 
     岡⼭市は、当該物件に係る所有権その他権利に異動の届出があったとき、もし

くは、岡⼭市が必要と認めるときは、当該物件を抹消するとともに、その旨を当
該物件提供者に通知するものとする。 
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５ 宅地建物取引業者の決定 
  （１）応募状況 
     サポートセンターは、当該空き家を取り扱う宅地建物取引業者（以下「取引業

者」という。）の応募状況について、岡⼭市を経由し物件提供者等に報告（様式
第３号）する。 

  （２）決定 
     物件提供者等は、取引業者を選定し、岡⼭市を経由しサポートセンターに報告

（様式第４号）するとともに、原則として、宅地建物取引業法に定める専任⼜は
専属専任媒介契約を締結する。 

     なお、岡⼭市は、物件提供者等⼜は取引業者から必要な情報の提供について依
頼があった場合は協力する。 

６ ホームページへの掲載及び登録 
  ア サポートセンターは、取引業者が取り扱うこととなった空き家物件（以下「取引

物件」という。）を宅地建物取引業法第３４条の２に定める指定流通機構に登録
し、公益社団法人岡⼭県宅地建物取引業協会及び一般社団法人岡⼭県不動産協会が
運営する住まいる岡⼭の市町村等リンク専用ページに登録する。なお、取引物件に
は、岡⼭県空き家情報流通システムによる取引物件である旨の記載を⾏う。 

  イ 岡⼭市は、サポートセンターが登録した取引物件に関する情報を、空き家バンク
へ登録するとともに、空き家情報に係る岡⼭市ホームページへ掲載する。 

７ 空き家物件に対する賃借、⼜は購入申込者の決定 
  （１）問い合わせ状況等 
     取引業者は、取引物件に対する問い合わせ、物件確認、申し込み等の状況を岡

⼭市を経由し物件提供者等に報告書（様式５号）により報告するとともに、岡⼭
市へ報告書の写しを送付する。 

  （２）決定 
     物件提供者等及び取引業者は、取引物件に対する賃借、⼜は購入申込者（以下

「申込者」という。）を決定する。なお、取引業者と申込者は、宅地建物取引業
法に基づき契約を締結する。 

  （３）その他 
     申込者は、契約締結後、岡⼭市が空き家バンクを運営する上で必要となる書類

の提出に協力する。 
８ 申込者への支援 
  岡⼭市は、申込者が地域活動に安心して参加できる環境となるよう、当該地域の町内

会活動への参加を勧めるなど入居後の良好な相隣関係の維持及び向上の支援に努める。 
９ 暴力団員の排除 
  岡⼭市は、登録希望者⼜は申込者が、暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法

律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員であると客観的に認める
に至ったときは、物件登録以前にあっては、それを受け付けることはできず、また、物
件登録以後にあっては、ただちに当該物件登録を抹消しなければならず、あるいは、当
該賃借⼜は購入に係る申込を受け付けることはできない。 

10 その他 
  岡⼭県空き家情報流通システム運営要綱に定めるものを除いては、この要綱の定める

ところによる。 
 
 附則 
 この要綱は、平成２２年３月２４日から施⾏する。 
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 この要綱は、平成２４年３月２８日から施⾏する。 
 この要綱は、令和３年４月１日から施⾏する。 
  



資-78 
 

１１．岡山市空家等管理活用支援法人の指定等に関する事務取扱要綱 
（趣旨） 
第１条  この要綱は，空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７

号。以下「法」という。）第２３条第１項の規定に基づく空家等管理活用支援法人（以
下「支援法人」という。）の指定等に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（指定の申請） 
第２条  法第２３条第１項の規定による支援法人の指定を受けようとする者（以下「申

請者」という。）は，空家等管理活用支援法人指定（更新）申請書（様式第１号）を市
⻑に提出するものとする。 

２ 前項の申請書には，次に掲げる書類を添付するものとする。 
(１) 定款 
(２) 登記事項証明書 
(３) 役員の氏名，住所及び略歴を記載した書面 
(４) 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面 
(５) 前事業年度の事業報告書，収支決算書及び貸借対照表 
(６) 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書 
(７) これまでの空家等の管理⼜は活用等に関する活動実績を記載した書面 
(８) 法第２４条各号に規定する業務に関する計画書 

 （９）滞納無証明書（発⾏後３箇月以内のもの） 
(１０) 前各号に掲げるもののほか，支援法人の業務に関し参考となる書類 

（支援法人の指定） 
第３条 市⻑は，前条第１項の規定による申請書の提出があった場合において，申請内容

が次の各号のいずれにも該当すると認めるときは，法第２３条第１項の規定により，当
該申請者を支援法人として指定するものとする。 
(１) 申請者が，特定⾮営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第２項に規定す

る特定⾮営利活動法人，一般社団法人，公益社団法人，一般財団法人，公益財団法人
⼜は空家等の管理若しくは活用を図る活動を⾏うことを目的とする会社であること。 

(２) 第９条の規定により，指定を取り消され，その取消しの日から２年を経過しない者
でないこと。 

(３) 暴力団員による不当な⾏為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条
第６号に規定する暴力団員⼜は同号に規定する暴力団員でなくなった日から５年を経
過しない者（以下「暴力団員等」という。）がその事業活動を支配するものでないこ
と。 

(４) 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。 
ア 未成年者 
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
ウ 禁錮以上の刑に処せられ，その刑の執⾏を終わり，⼜は刑の執⾏を受けることが

なくなった日から２年を経過しない者 
エ 心⾝の故障により業務を適正に遂⾏することができない者 
オ 暴力団員等 

(５) 申請者が支援法人として⾏おうとする業務の方法が，法第２４条各号に規定する業
務として適切なものであること。 

(６) 申請者が，必要な人員の配置，個人情報の保護その他業務を適正かつ確実に遂⾏す
るために必要な措置を講じていること。 

(７) 申請者が，業務を的確かつ円滑に遂⾏するために必要な経理的基礎を有すること。 
(８) 本市内に事務所・営業所等の活動拠点を置いていること。 
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（９）申請日の直近２年で継続して，次の全ての活動実績を有すること。 
 ア 空家等（法第２条第１項に規定する空家等をいう。以下同じ。）の所有者⼜は管

理者（以下「所有者等」という。）の依頼に応じて，建築士，宅地建物取引士及び
不動産鑑定士と連携して⾏う空家等の活用及び管理に関する活動 

 イ 所有者等の依頼に応じて，弁護士，司法書士，⾏政書士及び土地家屋調査士と連
携して⾏う相続及び登記に関する活動 

 ウ ア及びイに基づいて⾏うワンストップでの空き家全般に関する相談対応  
（１０）指定後も前号アからウまでの全ての活動及び⾏政機関⼜は地域と連携した空き

家の発⽣抑制に関する活動を指定期間の間⾏うこと。 
２ 市⻑は，申請者を支援法人として指定した場合は，空家等管理活用支援法人指定（更

新）書（様式第２号）により，指定しない場合は，空家等管理活用支援法人不指定（更
新）書により，当該申請者に通知するものとする。 

３ 市⻑は，支援法人として指定する場合において，必要があると認めるときは，支援法
人の指定に条件を付することができる。 

（指定の有効期間及び更新） 
第４条 前条第１項の規定による指定の有効期間は，当該指定の日から起算して５年を超

えない範囲内において市⻑が定める。 
２ 支援法人は，前条第１項に掲げる要件を満たしている場合において，引き続き指定を

受けようとするときは，指定の有効期間の満了の日の２箇月前から１箇月前までの間に
指定の更新申請をしなければならない。 

３ 前２条の規定は，前項の指定の更新について準用する。この場合において，第２条第
１項中「指定を」とあるのは「指定の更新を」と，前条第１項各号列記以外の部分中
「指定する」とあるのは「指定を更新する」と，同条第２項中「指定」とあるのは「指
定の更新を」と読み替えるものとする。 

４ 前項の場合において，指定を更新するときは，その指定の有効期間は，従前の指定の
有効期間の満了の日の翌日から起算して５年を超えない範囲内において市⻑が定める。 

（名称等の変更） 
第５条 法第２３条第３項の規定による変更の届出は，名称等変更届出書（様式第４号）

により⾏うものとする。 
２ 支援法人は，その業務の内容を変更しようとするときは，あらかじめ業務変更届出書

（様式第５号）を市⻑に提出するものとする。 
（業務の廃止） 
第６条 支援法人は，その業務を廃止したときは，直ちに業務廃止届出書（様式第６号）

により市⻑に届け出るものとする。 
２ 市⻑は，前項の規定による業務の廃止の届出を受けたときは，法第２３条第１項の規

定による指定を取り消すとともに，遅滞なく，当該支援法人の名称⼜は商号，住所，事
務所⼜は営業所の所在地及び業務の廃止の届出を受けた年月日を公示するものとする。 

（事業の報告） 
第７条 支援法人は，事業年度開始前，その事業年度の事業計画書及び収支予算書を市⻑

に提出するものとする。 
２ 支援法人は，事業年度終了後，遅滞なくその事業年度の事業報告書，収支決算書及び

貸借対照表を市⻑に提出するものとする。 
（改善命令) 
第８条 市⻑は，法第２５条第２項の規定により，支援法人が業務を適正かつ確実に実施

していないと認めるときは，当該支援法人に対し，その業務の運営の改善に関し必要な
措置を講ずべきことを命ずることができる。 
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（指定の取消し) 
第９条 市⻑は，法第２５条第３項の規定により，支援法人が法第２５条第２項の規定に

よる命令に違反したときのほか，第３条第１項第１号，第３号若しくは第４号に掲げる
要件に該当しないこととなったとき⼜は不正な手段により指定を受けたときは，第３条
の規定による指定を取り消すことができる。 

２ 市⻑は，前項の規定により指定の取消しを⾏う場合は，指定取消書（様式第７号）に
より当該支援法人に通知するものとする。 

（その他） 
第１０条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市⻑が別に定める。 
 

附 則 
この要綱は，令和５年１２月１３日から施⾏する。 

附 則 
この要綱は，令和７年３月１日から施⾏する。 
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１２．略式代執行の事例 
実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 

H30 岡 ⼭ 市 東 区 豊
田 
 
 

建物（市道に面し
た部分）がほぼ倒
壊。樹木が繁茂
し、道路や隣地に
越境。 

建物は未登記かつ未
課税で、土地所有者も
既に存在しない任意
団体。 
 

当該建築物等の除
却、敷地全体に繁茂
している草木及び動
産等の除去。 

 
（措置前）               （措置後）  

 
実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 

R1 岡 ⼭ 市 北 区 花
尻 
 
 

建物の屋根や外
壁が腐朽し、市道
に瓦などが飛散。
市道に面した土
塀の一部が崩壊。 

法定相続人が国籍離
脱し、国外に出国（追
跡不可能）。 
なお、土地所有者は建
物所有者の法定相続
人の一人。 
 

当該建築物及び土塀
の除却、動産等の除
去。 

 

（措置前）               （措置後） 

 
 
 

実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 
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R2 岡 ⼭ 市 北 区 御
津河内 
 
 

北側（竹林側）が
潰れ、倒壊が進
⾏。屋根が普及
し、瓦が南側隣地
上に落下。 

建物所有者はすでに
死亡し、法定相続人は
全員相続放棄したた
め、法定相続人は存在
しない。 
なお、土地所有者は建
物所有者と同一。 
 

当該建築物等の除
却、敷地全体に繁茂
している草木及び動
産等の除去。 

 

（措置前）               （措置後）  

 
実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 

R3 岡⼭市南区郡 
 
 

⺟屋の屋根が陥
没、納屋に傾きが
⽣じる等、建物の
腐朽が進⾏。 

建物所有者はすでに
死亡し、法定相続人は
全員相続放棄したた
め、法定相続人は存在
しない。 
なお、土地所有者は建
物所有者と同一。 

当該建築物等の除
却、敷地全体に繁茂
している草木及び動
産等の除去。 

 

（措置前）               （措置後）  

１３．応急措置の事例 
実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 
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H29 岡 ⼭ 市 中 区 新
京橋二丁目 
 
 

外壁の一部が道
路に倒壊。ガラス
片などの危険な
建材が周囲に飛
散。 
 

建物は未登記かつ
未課税で、所有者
を確知できない。 
なお、土地所有者
は二人いるが、一
人はすでに死亡し
法定相続人はいな
い。もう一人は、所
在不明。 

倒壊した外壁、飛散し
た建材を敷地内に戻し
た。 
倒壊の可能性の高い部
分は、敷地内に倒し
た。倒壊の可能性の低
い部分は、ロープ等で
支持し、通路への倒壊
を予防した。 

（措置前）               （措置後） 

 
 

実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 

H29 岡 ⼭ 市 北 区 ⻄
崎本町 
 
 

外壁の一部が道
路に倒壊。ガラス
片などの危険な
建材が周囲に飛
散。 

建物所有者が経済的
に対処できないため、
所有者の同意を得て
措置を実施。 

倒壊した外壁、飛散
した建材を敷地内に
戻した。 

（措置前）               （措置後） 

実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 
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H30 岡 ⼭ 市 中 区 土
田 
 
 

軒や外壁の外装
材が腐朽し、道路
上に落下。今後も
同様の事象が⽣
じることが予⾒
される危険な状
態。 

解散した法人（清算
未）であり、取締役も
所在不明。 
 

道路側に建材の飛散
防止用ネットを設
置。（※ネットの状
況は、定期的に確
認） 

（措置前）        （措置後） 

 
 

実 施
年度 

所在地 空家等の状況 所有者の状況 措置内容 

R1 岡 ⼭ 市 北 区 表
町二丁目 
 
 

2 階に設置され
ている室外機が
落下するおそれ
がある危険な状
態。 

所有者は所在不明。 
なお、土地所有者は建
物所有者と同一。 
 

落下のおそれのある
室外機を外し、建物
内部に入れ、空調機
撤去後は木材で塞い
だ。 

（措置前）               （措置後） 
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１４．地域活性化除却の事例 
実 施
年度 

所在地 空家等の状況 売 却 後 の跡 地管 理
者 

活用用途 

R2 岡 ⼭ 市 中 区 赤
坂台 
 
 

火 災 で 半 壊 し た
後、約 10 年間管理
不 全 な 状 態 で 放
置。狭あい道路の
み に 接 道 し て お
り、現状では売却
等が困難。 

地元町内会 
 

・ 住 ⺠ の 交 流 広 場
（花壇、ベンチを設
置） 
・介護や訪問看護な
どの事業者向けの一
時駐車場 

（事業着手前）             （事業完了後） 

 
（解体後の跡地利用イメージ） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡山市中区赤坂台

道路

幅員2.1ｍ

法第42条
2項道路 東⻄≒8.3m

0.95ｍ

南北≒10.7ｍ

道路

幅員2.0ｍ

隣地

法第42条
2項道路

花壇

ベンチ

  1.0ｍ

隣地

解体後の跡地利用イメージ （多目的スペース）

交流広場

道路後退線

N 
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１５．地域活性化リフォームの事例 
実 施
年度 

所在地 リ フォーム 後の
建物管理者 

活用用途 

H30 岡 ⼭ 市 北
区足守 

一般社団法人 
 

・足守地区を訪れる観光客の宿泊施設（⺠泊施設 
※R6〜簡易宿泊所へ変更） 
・地域住⺠の交流スペース 

（事業完了後）  

 
実 施
年度 

所在地 リフォーム後の
建物管理者 

活用用途 

R1 岡⼭市北区
建部町福渡 

株式会社 
 

・建部地区を訪れる観光客の宿泊施設（⺠泊施設） 
・地域住⺠の交流スペース 

（事業完了後） 

 
 

実 施
年度 

所在地 リフォーム後の
建物管理者 

活用用途 

R6 岡 ⼭ 市 中
区⻄中島 

⾮営利活動法人 
 

・⻄中島地区の歴史・⽂化・景観に関する⽂化施設 
・伝統芸能の舞台スペース 

（事業完了後） 
 
 

 


